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議 事 日 程 （第２号） 

 

                            平成２０年３月３日（月曜日）午後１時開議 

 

日程第 １ 会派代表質問 

    ３０番 金子哲也議員 

     Ⅰ．豊かな心と文化を育むまちづくりをめざして 
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      ２．文化施設とその活用、また芸術文化の充実について 

      ３．国際理解教育について 

     Ⅱ．自然と共生するまちづくりをめざして 
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    開議 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） 皆さん、こんにちは。 

  散会前に引き続き本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

  11番、木下幸英君が遅刻する旨の届け出があり

ます。 

 

─────────── ◇ ─────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────── ◇ ─────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（植木弘行君） 日程第１、会派代表質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────── ◇ ─────────── 

 

◇ 金 子 哲 也 君 

○議長（植木弘行君） 初めに、創生会、30番、金

子哲也君。 

〔３０番 金子哲也君登壇〕 

○３０番（金子哲也君） 30番、金子哲也、創生会

を代表して会派代表質問を行います。 

  毎日毎日、次々とあっと驚くような問題や事件

がテレビ、新聞をにぎわせています。これもおか

しい、あれもおかしいというような頭をかしげる

ような事件が多くを占めるような昨今ですが、年

輩の人の中には、「昔はこんな事件はなくて、と

てもよかった」というふうに昔を懐かしがる人も

います。しかし、現代は非常に煩雑な要素が絡み

合って世の中が進んでいます。判断も複雑さを免

れません。 

  そういう中にあって、自己反省も含めながら、

いつも原点に返って社会を見ることを我々は心が

けなければならないと考えています。いつも基本

に戻ることを自分自身に言い聞かせながら代表質

問をしたいと思います。 

  第１次総合計画を規範にしながら質問いたしま

す。 

  子どもにつけを回さないためにということを念

頭において質問いたします。 

  １つ、豊かな心と文化をはぐくむまちづくりを

目指して。 

  １、教育理念について。 

  ⑴国旗・国歌についての教育は十分かどうかを

伺います。 

  ⑵倫理・道徳の教育についてはどうなっている

かお伺いいたします。 

  ⑶人づくり教育の推進対策についてお伺いいた

します。 

  ２番目として、文化施設とその活用、また芸術

文化の充実についてお伺いします。 

  ⑴黒磯文化会館の充実と情報提供についてお伺

いします。 

  ⑵三島ホールの活用状況についてお伺いします。 

  ⑶塩原文化会館の利活用についての考えをお伺

いします。 

  ⑷那須野が原博物館、日新の館の内容の拡充と

講座の充実をということでお伺いします。 

  ⑸那須野が原ハーモニーホールの改修とパイプ

オルガンの設置についてお伺いします。 

  ３番目、国際理解教育についてということで、

⑴国際理解教育の指針について考えをお伺いしま
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す。 

  ⑵アジア学院やＡＬＴを通じての国際交流の状

況をお伺いいたします。 

  ⑶中学生海外派遣事業の成果についてお伺いい

たします。 

  次に、環境問題です。 

  第１次総合計画の中で、人と自然がふれあうや

すらぎのまち那須塩原を本市のモットーに「自然

と共生するまちづくり」を環境行政の大きなテー

マとして掲げています。 

  那須塩原市において那須野が原の自然は最も貴

重な宝物であります。この空気と水と緑をきれい

なまま維持し、未来の子どもに残すことこそ、行

政に携わる執行者と議員の使命であります。それ

を考えたとき、その責任の重さを実感するもので

す。 

  質問に入ります。 

  １、自然環境を未来に残すための施策について。 

  ⑴計画的自然環境の保全についての指針と施策

をお伺いいたします。 

  ⑵保全意識の高揚のために何を考えるかお伺い

いたします。 

  ⑶動植物の保護対策についてお伺いします。 

  ２番目は、産業廃棄物問題をどう対処していく

かということで、⑴赤田、戸田、青木、洞島等の

直面する問題に市はどう立ち向かっていくかをお

伺いいたします。 

  ⑵廃棄物対策室の体制と福島大学との取り組み

状況についてお伺いいたします。 

  ⑶水資源保護条例制定に向けた取り組みについ

てお伺いいたします。 

  ⑷県、環境省に向けた対策についてお伺いいた

します。 

  ⑸監視体制の強化・充実はできないかお伺いし

ます。 

  ３番目、第２期ごみ処理施設についてというこ

とで、⑴進展状況と周辺との話し合い状況につい

てお伺いいたします。 

  ⑵ごみ分別による減量対策は十分かお伺いしま

す。 

  ⑶エネルギー再有効活用は十分にやれるのかを

お伺いいたします。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君の質問に

対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 皆さん、こんにちは。議席

番号30番、創生会、金子哲也議員の会派代表質問

にお答えをいたします。 

  まず、１番目の豊かな心と文化をはぐくむまち

づくりを目指しての１の教育理念についてから順

次お答えをいたします。 

  ⑴現行の学習指導要領においては、我が国の国

旗と国歌の意味を理解し、これを尊重する態度を

育てるとなっております。小学校では社会科、音

楽、特別活動の時間、中学校では社会科、特別活

動の時間などを中心として、理解と態度の育成に

取り組むとともに、入学式や卒業式などにおいて

は全校で国旗を掲揚し、国歌の斉唱をしておりま

す。 

  ⑵倫理の教育につきましては、小中学校におい

ては用語として余り用いておりませんが、道徳教

育につきましては学校教育活動全体を通じて道徳

的な心情、判断力、実践意欲、態度などの道徳性

を養うことを目的として全校で適切に実施をして

おります。道徳の時間につきましても、道徳的な

価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成すること

を目的として、各学年の年間指導計画に基づき、

適切に実施をしております。 
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  ⑶本市が進める人づくり教育とは、将来、子ど

もたちが夢や希望を持ち、社会の一員としての責

任を果たしながら自己実現を図っていけるように、

義務教育９年間を通した小中一貫教育を実施して、

人格の基盤づくりを進めているところであります。

そのため、学力・体力の向上、社会力の向上、豊

かな心・感性の育成という３つの観点を掲げ、学

習を支援・充実させるための施策や、集団生活や

体験学習を行うための事業、家庭や地域社会と連

携した事業などを実施、その推進を図っています。 

  次に、２の文化施設とその活用、また芸術文化

の充実についてお答えをいたします。 

  ⑴黒磯文化会館は本年で開館25年目を迎えまし

た。市民の芸術文化の拠点施設として、良質の芸

術文化の鑑賞機会と文化活動の発表の場を提供す

るため、鑑賞型事業、育成型事業、参加型事業を

展開しております。市の広報や折り込みチラシ、

ラジオや新聞等など多くのメディアを利用して広

報活動を行っております。 

  今後、事業の充実を図るとともに、市民に親し

まれ、気軽に利用できる会館づくりを推進するた

めに、利用者の皆さんの声に耳を傾け、事業を実

施してまいりたいと考えております。 

  ⑵三島ホールは、485席の多目的小ホールです。

ホールとして自主事業は実施しておりませんが、

講演会や芸術文化活動の発表の場として多くの皆

さんの利用をいただいております。平成20年１月

末の利用状況は143件、２万2,767人で、昨年同期

に比べ4.4％の利用増となっております。 

  ⑶塩原文化会館につきましては昭和51年３月に

竣工し、本年で32年目が経過をいたしました。施

設の老朽化が著しく、立地条件の悪さにより施設

利用は減少の一途をたどっており、ここ数年、特

に冬期間の利用は全くない状況でありました。こ

のような中、施設の維持管理だけで多額の費用が

かかることから、平成19年４月より休館としてお

ります。 

  次に、⑷那須野が原博物館は、那須野が原の開

拓と自然、文化の営みのテーマのもと、地域住民

と一体となった活動、学芸活動の充実、附属施設

の充実、学校教育の連携、自主団体の育成・連携

などの利用を行っております。本年度は、アート

リンクとちぎ2007の一環として那須野が原博物館

で小山田二郎展、刑部人展を、日新の館で近世の

絵画展を栃木県立美術館との共催で実施をいたし

ました。来年度も那須野が原に目を向けて、郷土

が生んだ近世南画家の巨匠である高久靄涯展ほか

４企画展を。日新の館においては川瀬巴水展ほか

４企画展を予定しております。 

  ⑵那須野が原ハーモニーホールは平成６年10月

に建設され、本年で13年目が経過をいたしました。

近年では、構造上の特徴から、建物本体、また経

年劣化による舞台機構、照明、音響、空調設備等

の改修が必要との報告があります。この改修につ

きましては、平成20年度に大田原市と合同でつく

る検討委員会を設置し、協議を進める予定であり、

パイプオルガンにつきましても管理運営全般の中

で検討をしていくことを考えております。 

  次に、３の国際理解教育について。 

  ⑴の国際理解教育の推進は、人づくりの教育の

大きな柱の１つである豊かな心、感性の育成のた

めに道徳教育や人権教育の充実とともに重要であ

ると考えております。そのため、本市では外国人

との交流を通し文化などの違いを理解し、グロー

バル化が進む国際社会に貢献し得る人材の育成を

指針としております。 

  ⑵アジア学院との交流についてでありますが、

小中学校の中には各種交流活動を実施している学

校もあります。 

  次に、ＡＬＴについては、市内の中学校10校す
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べてに１人ずつ配置しており、英語科の教員とテ

ィーム・ティーチングで指導するとともに、外国

の生活や文化なども紹介しております。 

  また、ＡＬＴは小学校も訪問しており、小学校

では担任とのティーム・ティーチングを組み、主

に総合的な学習の時間の中の英語活動として、子

どもたちが英語や外国の生活や文化に興味を持つ

よう指導しております。 

  ⑶中学生海外派遣事業は、中学生がホームステ

イや現地の学校訪問を通して訪問国の歴史や文化、

人々の生活に肌で触れることにより、本市で取り

組んでいる人づくりの教育の柱である豊かな心、

感性の育成、社会の一員としての資質の向上につ

ながり、大きな成果を上げているものと考えてお

ります。 

  また、訪問国の交流では、日本や栃木県、那須

塩原市の紹介をする活動も行っており、この活動

は、自国や自分たちの住んでいる地域の歴史、文

化、生活等を見直す機会となっております。 

  次に、２の自然と共生するまちづくりを目指し

ての自然環境を未来に残すための施策についてお

答えをいたします。 

  ⑴計画的自然環境の保全についての指針と施策

につきましては、平成18年度から那須塩原市環境

基本計画の策定に取り組んでまいりましたが、過

日、環境審議会にこのプランを諮問し、計画が妥

当である旨の答申をいただいたところであります

ので、３月中には計画を確定したいと考えており

ます。 

  計画では、自然環境の保全の指針を「人と自然

が共に生きる潤いのまち」と定めておりますので、

平成20年度からこれを目指して動植物の保護や森

林、農地、河川環境などの保全に関する施策を総

合的かつ計画的に推進してまいります。 

  ⑵保全意識の高揚につきましては、環境企画展

や自然観察会などの開催により、市民が自然環境

を学習するための施策を実施しておりますが、こ

れらの施策も環境基本計画に基づいて推進をして

まいります。 

  ⑶動植物の保護対策につきましては、黒磯地区

では、黒磯地域希少な野生動植物の保護に関する

条例により動植物の保護地区を指定して、監視活

動など保護のための対策を行っておりますが、西

那須野地区、塩原地区については、現在、希少動

植物の生息状況の実態調査を実施中で、平成21年

度に調査が終了する予定であります。その調査結

果を踏まえて新たな保護地域を指定するなど、市

全体としての動植物の保護のために必要な施策を

推進してまいります。 

  次に、２の産業廃棄物問題についてお答えをい

たします。 

  ⑴の赤田、戸田、青木、洞島等の直面する課題

に市はどのように立ち向かっていくのかというこ

とでございますが、本市といたしましては、これ

ら直面する問題に対し、環境に大きな影響を与え

るおそれがある産業廃棄物処理施設のこれ以上の

設置は反対であるとの観点に立ち、那須地域環境

対策連絡協議会を初め、事業が計画されている地

域の各対策委員会とも緊密に連携を図り、現状を

見きわめながら、今後の各局面においても適切に

対応してまいりたいと考えております。 

  ⑵の廃棄物対策室の体制と福島大学の取り組み

状況については、産業廃棄物の問題を初め、複

雑・多様化する産業廃棄物を取り巻く諸問題に対

し弾力的に対応するため、来年度から産業廃棄物

全般を所管する廃棄物対策室を環境対策課の中に

設けます。その人数については、現在調整中でご

ざいます。 

  また、福島大学との調査研究につきましては、

今年度から地下水等の調査を実施しているところ
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でありますが、来年度につきましても引き続き協

力を得て、地下水の調査や土地利用のあり方等に

ついて調査研究を実施する予定です。 

  ⑶の水資源保護条例制定に向けた取り組みにつ

きましては、これまでもお答えをしたとおり、土

地利用計画や環境基本計画、また福島大学の調査、

研究も踏まえた上で、ほかの施策とも考えあわせ

ながら引き続き検討をしてまいりたいと考えてお

ります。 

  ⑷県、環境省に向けた対策についてお答えをい

たします。 

  私は、これまでも国や県に対し廃棄物処理施設

の立地規制の強化について要望してまいりました

が、本市が抱える廃棄物処理施設をめぐる問題を

抜本的に解決するためには、やはり廃棄物処理法

の改正が必要であると考えております。そのため、

私は、先月、環境省にみずから出向き、鴨下環境

大臣にお会いし、直接本市の現状を訴えるととも

に、産廃処理施設の立地を規制するよう法改正を

していただきたい旨、要望してまいりました。 

  本市といたしましては、今後とも産廃処理施設

をめぐる問題の解決に向けて、適宜、国や県に対

して働きかけを行ってまいります。 

  次に、監視体制の強化・充実についてのご質問

でありますが、産廃処理施設に関する監視体制に

つきましては、現在、担当職員が県と連携を図り

ながら、随時、監視等や立入検査等を実施してお

るほか、非常勤の廃棄物監視員が巡回監視を実施

しております。また、産廃運搬車両については、

積み荷等の検査を行うため、県と連携を図り、ま

た警察の協力を得ながら随時検問を実施をしてお

ります。 

  また、市民の皆さんが日常的に監視の目を向け

ておられ、さまざまな情報が寄せられています。

このほか、産廃処理施設のある地域では、地域住

民で組織する環境保全委員会がみずから環境協定

を結んで、廃棄物処理施設などの監視を行ってい

ます。 

  本市といたしましては、今後とも、不適正処理

の未然防止を図るため、市民の皆さんや県と連携

を密にしながら、監視体制や立入検査を行ってま

いります。 

  次に、３の第２期ごみ処理施設についてお答え

をいたします。 

  ⑴工事の進捗状況、及び周辺との話し合いの状

況については、那須地区広域行政事務組合におい

て、第２期ごみ処理施設建設地に隣接する６地域

の住民と協議を重ね、平成18年11月までに各地区

の同意が得られ、昨年６月には環境保全協定を締

結し、12月に施設建設工事に着手をしたところで

あります。本年度末の出来高としまして、熱回収

施設の20％、リサイクルセンターの31％が見込ま

れており、平成21年度の稼働に向けて順調に進ん

でいるところです。 

  ⑵ごみ分別による減量対策は十分かとの質問で

ありますが、一般廃棄物処理基本計画のごみの減

量資源化計画に沿って、市民、事業者と行政が一

体となって実施していくことにより、十分目的は

達成できるものと考えております。 

  ⑶エネルギー有効活用についてでありますが、

第２期ごみ処理施設は焼却熱を利用した発電施設

を整備し、１時間当たり約1,200kwから2,000kwで

24時間発電を見込んでおります。この電力は施設

の運転に充当することなど、エネルギーの有効活

用を図ることとなっております。このほか、計量

棟の屋根に太陽光発電装置を設置し、管理棟の所

要電力の一部に充てるなど、環境に配慮したエネ

ルギーの有効活用を予定しており、広域行政事務

組合と連携して環境学習の一翼を担ってまいりた

いと考えております。 
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  以上でご答弁とさせていただきます。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 再質問に入りたいと思い

ます。 

  まず、豊かな心と文化をはぐくむまちづくりを

目指してということで、教育理念について、国

旗・国歌についての教育ということで、この前、

２月11日は建国記念日でしたけれども、朝、私、

西那須地区ですけれども、町なかをずっと歩いて

きました。それで、約1,000メートル四方ぐらい、

１キロメートル四方ぐらいのところをずっと見て

回ったんですが、ちょうど西那須野駅から国道４

号にかけての地域、町の中心地ですね、そこでど

のぐらい国旗が立っているかということで見てき

ましたら、私の家に立てたのも入れて５カ所に国

旗が立てられていました。これは随分少ないなと。

本当に５カ所というと、大通りに５カ所立ってい

るならまだ結構見えるんですけれども、残念なが

ら駅から国道４号に行く大通りには１本も立って

なかったんですね。ちょっと中へ入ったところに

ぽつん、ぽつんと立っているのが見られました。

やはりそういう建国記念日に、できたら半分ぐら

いの家に国旗が立つぐらいになってほしいと私は

考えております。 

  こういうところで、やはり愛国心というものを

つくっていかなければならないのではないか。そ

うでないと国は成り立たなくなるのではないかと

いう心配があります。市としては、国旗・国歌に

対して、その辺のところをどういうふうに考えて、

そして市民に対してはそういうものを提唱してい

くということはできないのかお伺いします。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問で愛国心

の醸成ということがありましたので、学校教育現

場のほうからお答えいたします。 

  国旗・国歌についての教育につきましてですが、

小学校においては社会科４年生と６年生に国旗と

国歌の意味と意義と、それを外国との対比におい

て、お互いの国間の尊重ということも含めまして

指導しているところでございます。 

  それから、音楽の時間等におきましては、各学

年ともこの国旗・国歌についての中で、国歌の練

習を通しながら、国に対する愛着というふうなの

を指導していると。中学校におきましては、これ

はやはり社会科の時間、それから特別活動の時間、

そして総合的な学習の時間等を使いまして、各学

年とも指導しているところでございます。西那須

野の状況を今伺いましたけれども、その指導の中

で、小学校も中学校も、やはり建国記念日ばかり

ではなくて、国旗の掲揚とか、国歌を歌うという

ことに関しましては、担任の指導を通しまして、

このときには国旗を掲げるんだよというふうな口

頭指導も行っているところでございます。一応、

学校現場のほうの指導の実態はこんなふうになっ

ております。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 祝日には国旗を揚げよ

うという市民への啓発についてということですの

で、私のほうからお答えをさせていただきます。 

  金子議員お話しがあったように、本当に愛国心

を醸成するということは大切なことだと思います

けれども、実態として、祝日に国旗を揚げている

家庭がどれだけあるかというのは、非常に少ない

のは残念なことだと考えております。いっとき、

祝日に国旗を揚げようという運動、あるいは政府

広報等が流れた時代もありましたけれども、最近

は皆目、マスコミ等でも取り上げられないという

のが現状だと思います。 

  今後の中でそういったＰＲがどのような形で、
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どのように醸成していくことが大切かということ

ですね、模索しながらですけれども、検討してい

きたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 国旗・国歌については、

一部に反対というふうな声も聞こえるわけですけ

れども、しかし、国で決めているというか、国の

国旗であり、国歌であるからには、やはりそれを

我々大切にして、そして掲げるということが大事

なことだと私は考えておりますので、市のほうで

も、できるだけそういう方向でお願いしたいとい

うことと、私は自分の地域でぜひともこれを広げ

ていきたいなということを考えております。これ

は要望ということで、次にまいります。 

  先ほども道徳教育は学校において行っている、

実践しているということで、これは大変いいこと

だと思います。やはり今これだけ世の中いろいろ

乱れている中で、一つ一つそういうところから、

子どもたちの教育からいい人間をつくっていくと

いうことをやらない限り、この世の中がいい方向

へいかないのではないかと危惧されるわけで、そ

のほうもぜひ力を入れてもらたい。市長のほうか

らそういう報告がありましたけれども、教育長の

ほうからもちょっと一言お願いしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの件につきまし

て、道徳教育は確かに学校教育の活動全体の中で

指導をしております。道徳的な心情、それから判

断力、実践意欲や態度などを道徳の時間に醸成し

ます。それを通しまして、具体的には地域社会と

の連携、それから協力を図りながら、ボランティ

ア活動、自然体験等、こういう豊かな体験活動の

中で道徳的実践力の醸成という２段階で取り組ん

でいるところでございます。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 次の人づくり教育推進対

策ということと一緒に、ひとつこれはしっかりと

教育のほうで戦っていってもらいたいということ

で、次にいきます。 

  文化施設とその活用について。 

  黒磯文化会館について、黒磯文化会館では非常

に活発にいろいろの催し物が行われているわけで

すけれども、私なんかは西那須にいるせいか、非

常にＰＲが悪いのではないかと。情報が伝わって

こない面があるんですね。やはりこういう文化施

設を生かしていくためには情報をかなりうまく使

っていかないと、ただこれは広報に載せましたよ

ということでは、それだけでは住民に伝わってい

かないんですね。もちろん広報に載せたり、いろ

いろの手段でやっているのはわかるんですけれど

も、もっと地域に入り込んでいくというぐらいの

ことをやらないと、職員が文化会館の中でＰＲし

ているというぐらいでは、とてもとても本当に浸

透するようなＰＲはできないのではないかと。も

っともっといろいろ知恵を絞って地域に入り込ん

でいくということをする必要があると思うんです

が、その辺の工夫ができないかをお聞きしたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） ただいまのご質問にお

答えしたいと思います。 

  ＰＲが下手だという話でありますけれども、担

当としてはそれなりにやっているんだと思います。

というのは、私も10年前はあそこの館長をやって

おりまして、現実的には、合併する前であります

けれども、西那須あるいは大田原等々の幼稚園な

どに実際にチラシを持ってお願いに行ったと、こ

ういう経過もありますし、大田原のみますやのと

ころには掲示板をいただいてＰＲしたと、こうい
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う経過もあります。ですから、それなりに今後も

頑張っていきたいと思っておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それなりに頑張っている

のはよくわかります。それで、今度は、今までと

違って地域が広くなったということも非常に大き

な問題であると思うんですが、やはり広くなった

らなったなりにＰＲも考えていかなくてはならな

いのではないかと。 

  それと、年に１回ぐらいは大きなイベントとい

うか、音楽とかそういうもの以外に大きなイベン

トで、特に西那須地区では、やはり黒磯文化会館

についてはどうしても今まで縁遠かったというこ

とありますし、そういうところも踏まえて、例え

ば文化会館まつり的な、もう全市にまたがって人

を集めるような、そういうお祭り的なイベントを

やっていけば身近なものになっていくのではない

かなと考えるのですが、これは要望で終わりにし

ておきます。 

  それから、三島ホールの活用はということで、

先ほど市長のほうから答弁いただきましたけれど

も、実は総合計画の中で三島ホールだけがその活

動状況というのが外されていたというか、載って

いなかったものですから、ちょっとお伺いしたの

ですが、非常に三島ホールも利用回数というか、

利用度が多いということは私も知っているわけな

んですけれども、こういう三島ホールと、今度は

合併して黒磯文化会館と、それからハーモニーも

そうですけれども、やはり連携プレーがもっと必

要なんじゃないかと。一緒になって検討していく

ということが本当にやられているのかどうか、私

ちょっと疑っているのですけれども、その辺のと

ころはどうなのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 連携につきましては、

現在、私確認しておりませんけれども、私がいた

時代は各館の担当者同士で年二、三回集まって自

主事業等々の勉強会をしておりました。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） ひとつ密に、しょっちゅ

う相談しながら、いかにホールを市民のために利

用度を高めるかということを考えていってもらい

たいなと思います。 

  それから、塩原文化会館については何回も報告

は受けているわけですけれども、休館になってい

ると。今後、取り壊すというようなお話もちらほ

ら聞いているわけなんですけれども、それについ

て塩原の住民はどういうふうな考え方でいるのか、

その辺はちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 塩原の文化会館につき

ましては、先ほど市長から申し上げたとおりであ

ります。 

  それで、地元の話でありますけれども、これも

２年前にも地元の全員という、地元住民全員とい

う話にはなりませんけれども、主だった方の中で

は意見の交換会をした経過があります。そういう

中では、現状をご説明申し上げた中では、やむを

得ないだろうと、こういう話でありました。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それについてはわかりま

した。 

  それが取り壊しになるとしたら、何らかの形で

補うものが必要なのかなというふうには考えてい

るわけなんですけれども。 

  次の博物館について、先ほど市長のほうからも

答弁がありましたように、非常に活発に博物館の

ほうの催しは行われているわけなんですけれども、
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20年度についても県の移動展が２つぐらいありま

したね。それから、「きのこどこのこ野山のこ」

という大きなキノコに関する展覧会があったり、

それから美術展でも、先ほど市長の言われたよう

に、小山田二郎展、刑部人展、刑部人の展覧会に

ついては本当に２期にわたる催し物で、刑部人の

全貌を見るような大きな展覧会になったと思いま

す。 

  いろいろ催し物をしているので、本当にありが

たいことなんですけれども、やはりどうしても美

術展のほうがちょっと希薄になってしまうという

ことは、美術の学芸員があそこにはいないんです

ね。そのために美術の展覧会がどうしても偏って

しまう。刑部人にしても、それから小山田二郎に

しても、それから日新の館のほうの展覧会にして

も、どうしても地域とつながりのあるものはやれ

るけれども、それ以外のものがなかなかやれない。

やはり市民はそういう地域のものももちろん望ん

でいますけれども、しかし、一般的な美術展とい

うか、そういうものも望んでいるわけですね。そ

ういうものをどんどん市民にも見せるということ

も考えていかなくてはならないのではないか。そ

れには、どうしても美術のほうの学芸員が必要な

んですね。学芸員がいるから費用が余分にかかる

ということはないと思うんですね。ですから、ぜ

ひともこれは有効に使うために学芸員を入れてほ

しいということは、もう前々から私は言っている

んですが、その辺のところをちょっとお考えをお

聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 学芸員の資格といいま

すか、自然科学とかいろいろありますので、これ

を全部そろえるということはなかなか、市全体の

職員構成の中で厳しい面もあると思いますけれど

も、担当部としては、そういうことを参考にさせ

て、今後とも人事担当部と協議していきたいと思

います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） やはり博物館、美術館に

は美術専門の学芸員というのがどうしても必要な

ので、それはぜひ、できるだけ早い機会に検討し

ていただきたいと思います。 

  それから、講座について、総合計画の中でも講

座の充実ということをうたっているわけなんです

けれども、博物館のほうの講座もいつもながら本

当に中身の濃いものをやっているんですね。確か

に中身の濃い、東北学をおととしかやって、そし

て19年には日本海沿岸をたどる、そういう日本海

学というか、そういうものをやっている。そして、

それを聴講する人たちもいつも満員で、もうオー

バーしているぐらい満員で、しかも、みんな熱心

な人たちで、もうあふれているんですね。そうい

うところに、やはりもっと幅広く、例えば世界史

的なもの、それから日本史的なものとか、そうい

う講座、それから美術史的な講座、それから人物

を主体とした講座、そういうものがたくさんある

わけですね。いろいろの角度から博物館の価値を

本当に高める、住民に分け与えていくというよう

なそういう講座をぜひ企画してもらいたいと思う

のですが、まだまだ博物館には余裕があると思う

のですね。その辺のところはいかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） まだまだ余裕があるか

どうかはわかりませんけれども、現在、先ほどお

話しになりましたような講座、そして新聞等にも

下野新聞などにも何回か載せていただいているの

だけれども、来年度も、今のシリーズとあわせて

関東の意識をやるわけですけれども、なかなか人

と予算の関係ありますから、かなり博物館につい

ては一生懸命やっていて、かなりのオーバーワー
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クになっているのではないかというふうに考えて

おります。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） これはお金をかけるとい

うことじゃなくて、本当にボランティアでやれる

人もかなり周囲にたくさんいると思われるので、

そういう人を使ってでも、ぜひ実行していただき

たいなというふうに要望いたします。 

  次に、那須野が原ハーモニーホールの改修とパ

イプオルガンの設置についてですけれども、今、

もう13年を迎えて、そして那須野が原ハーモニー

ホールもあちこち傷んできているところがあるよ

うで、直すとなると相当額の金額がかかると。ち

ょっと聞いたところによると12億ぐらいかかって

しまうというようなことも聞いております。これ

を一遍にということではないにしても、これをど

の時期にやるかという問題だと思うのですけれど

も、やはり那須塩原市としても最高に誇れる音楽

施設として全国に名をなすホールでありますから、

ぜひいいものを維持してもらいたいし、やはり文

化にはある程度の資金は投ずるということが大事

だと思われるので、これはぜひ改修ということも

考えてもらいたいと思うんですが。 

  それと同時に、パイプオルガンについて。これ

はオープンの時点から設置するということで、ス

ペースもとり、そして住民に対しても寄附を募り、

一般寄附ももう多分間もなく400名になろうかと

いうところであります。金額も8,000万を超えて、

今度は9,000万に近づこうということであります。

それから今、企業からの1,000万の寄附というこ

とを申し入れがあるわけで、その申し入れを受け

れば１億になるというところまでいっているわけ

ですね。これを今ゴーサインしても、パイプオル

ガンを設置するまでには時間がかかるんですね、

３年もしくは４年かかるわけで、それまでにあと

の残金を調達するということを考えれば、もうそ

ろそろゴーサインを出さなくてはいけないのでは

ないかと。市民はずっと待ち続けているわけなん

ですね。いつやってくれるんだという声がもうた

くさん出ているわけで、この辺のところをぜひお

願いしたいんですが、きのうも、那須フィルハー

モニー管弦楽団の第10回の定期演奏がありました。

チャイコフスキーのピアノ協奏曲と、それからも

う一つ、なんとショスタコービッチの大曲の交響

曲第５番を見事に演奏したわけなんですね。ここ

まで那須フィルハーモニーが育ってきているとい

うことで、そのほかにも那須野が原ハーモニーホ

ール合唱団とか、それから少年少女合唱団とか、

どんどん水準を上げてきて、本当に県北の地域の

音楽の水準を非常に高めているというのが現実で

す。対外的にも大いに誇れるホールにもう既にな

ってきております。今さらパイプオルガンの設置

の是非を云々するときではもうないわけですね。

もう既にこれは決まっているわけなので、できる

だけ早くその準備に取りかかるべきだと思われる

のですが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） パイプオルガンの話で

ありますけれども、そういう申し入れといいます

か、お話は財団のほうからもありますし、大田原

さんのほうからも来ておるというのが現状であり

ます。ただ、ただいま発言ありましたように、決

まっているんだというような理解は、私のほうは

しておりませんで、それは当初、西那須野町と大

田原市の関係の間で進んできたはずだと思ってお

ります。そういうことも含めて、当市は、17年１

月１日に合併をして、大田原さんも合併をして、

それぞれ市も構成が変わっている、こういう状況

であります。そういう形の中で、大田原市さんと

当市でこれからのハーモニーホールどうするんだ
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ということを、もろもろ含めてやっていこうとい

うことで、今、両市で委員会をつくろうと、こう

いう話になって、新年度からはその委員会を運営

し、その中でいろんなことを検討し、進めていき

たい、このように思っております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） これまでのところ、13年

の間に合併という問題があったものですから、多

分、引き継ぎがちゃんとできていないのか。もう

これは当初からやるんだということで、文章に書

いたか、書かないかは別として、西那須と大田原

の間ではこれをつくるということで、そうでなか

ったら、この400人になんなんとする寄附を集め

て、それで今8,000万を超える寄附を集めてきた

ということはあり得ないので。ただ、その途中経

過で、ちょっと上のほうの人たちが仲が悪くてど

うのこうのなんていう問題もあったわけですけれ

ども、そのために何かうやむやにされてしまいそ

うなところもちょっとあるのですけれども、しか

し、そういうことはもう既になくなって、今度は

那須塩原市としてきちっとした検討をしていただ

いて、長い間、市民から、いつなんだ、いつなん

だと。もう待ち焦がれているわけですね。ここま

で来てもたもたしていたら本当に政治不信にもな

りかねないのではないかというふうな心配もある

わけで、本当に約束事になっているわけですから、

これは本当にしっかりその辺のところをもう一度

検討して、実行してほしいというふうに考えてお

ります。 

  本当に音楽を愛する市民からは、本当にいつな

のだという声がどんどん出てきて、「一体、議員

は何やってるの」ということを、私なんかはしょ

っちゅう言われているわけですけれども、それを

真剣に考えてもらいたいということで、ぜひこれ

は早いところで検討していただきたい。 

  次に移ります。 

  国際教育についてですけれども、国際理解教育

の大切なことはもうだれでもわかっているわけで、

そういう中で、教育としては本当に国際教育に恐

らく力を入れてくれているということなんでしょ

う。ただ、実際問題として、例えばアジア学院が

すぐ目の前にあるにもかかわらず、余り交流がな

いと。非常に私は少ないと思っているんですね。

先ほども、一部交流しているということも答弁に

ありましたけれども、本当に東南アジアもしくは

アフリカなどから大勢の人が来て、そしてその人

たちも非常に見識のある人たちが多いので、交流

をすることで非常にいろいろ得るところが多いと

思われますので、もっともっとアジア学院に対す

る交流というものを何らかの形で工夫して、子ど

もたちの国際交流教育に用いてもらいたいなとい

うふうに思うのですが、その辺はいかがでしょう

か。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君）ただいまの件につきまして、

確かにアジア学院との交流については数が少ない

のでございますが、機会をとらえましてアジア学

院の活動の内容と、それから構成とか、こういう

のを校長会のほうで伝えていきまして、積極的な

活用を図っていきたいと、こんなふうに思ってい

ます。 

  また、実際に実施しているところは校長会等で

その発表もしておりますので、暫時進んでいくか

と、こんなふうに思われます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時００分 

 

－74－ 



再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それでは、ＡＬＴについ

てに移ります。 

  ＡＬＴについては、各中学校に１人ずつ配置と

いうことで、１人の配置ということは、その人の

個性、個人差というのが非常にあるわけで、言葉

は悪いけれども、当たり外れということが大きく

左右するものだと思います。 

  最近、ある地元の語学教室から、ＡＬＴを地元

から採用してほしいというお話がありました。地

元で採用する利点は、そのＡＬＴの先生をじかに

見て、直接調べて、この人はいいかどうかという

ことを見れるという点では非常に利点があると思

うんですね。ある町で、ＡＬＴの先生が非常に明

るく素直な先生だったということで、町じゅうが

明るくなったという話題がありました。これはＡ

ＬＴの先生に町の中まで活躍してくれというのは

ちょっと無理な話なんですけれども、しかし、そ

れはこちらから活躍してくれというのではなくて

も、もうひとりでにそういうふうなことになって

いくということもあるわけで、やはり願わくば、

学校にいるだけでは本当にもったいないので、い

ろいろな面でこの那須塩原市に影響を与えてくれ

れば、非常に国際交流の面ではいいのではないか

というふうに思うわけなんですけれども、その地

域でそういう人を採用するという点については、

いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの件につきまし

て、現在、ＪＥＴから３名、それから派遣のほう

で７名の都合10名ということで充当しております。

ＡＬＴの個人差、確かに個人差は存在しまして、

その点は派遣会社に指導マネジャーと、それから

ＡＬＴの専属指導者がおりまして、その都度、現

場と、それから教育委員会との連携の中で個人差

の解消に努めているところでございます。 

  地元からの採用というのは、それだけの人員が

調達できれば、それもその中の考える一つの要因

にはなると思いますが、現在、そういう大手のと

ころがありませんので、実際には今のところ不可

能というふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 確かに地元には大手とい

うのはないんですけれども、その先生になる候補

の人がきちっとした人であれば、個人応募でも採

用できるということも検討していただければとい

う要望で、これは終わります。 

  それからあとは、中学生海外派遣事業について

は、本当にこれは若い人たちが若いうちにこうい

う国際交流を経験するということは非常に意義の

あることだと考えますので、それはぜひとも、も

っともっといい方向に持っていけるように、これ

からも続けてもらいたいということで、これも要

望で終わります。 

  次に、環境のほうに移ります。 

  環境基本計画の取り組み状況についてというこ

とで、先ほど答弁で、審議会で計画を３月につく

るということで、これのほうもぜひいいものをつ

くっていただきたいと思います。ちょっと疑って

考えてはまずいのですが、本当に本気になってそ

の環境を審議する人たちを、ぜひ、できるだけ公

募で、そういう体制でやっていただきたいなと考

えて、これは飛ばします。 

  それから、保全意識の高揚のためにということ

と、それから動植物の保護対策についてというこ

とをあわせて聞きたいと思うのですが、今、例え
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ば黒磯地区、それも里山、それから西那須地区の

里山などの里山の自然林がここ10年ぐらいの間に

どのぐらい減少しているか、ちょっとその辺のと

ころ数字がわかりましたら教えていただきたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  里山という視点でとらえた面積の統計が実はな

いわけです。山林は山林で地目で集計されますの

で、ご存じのように、那須塩原地区は高い山も含

めて山林で、いわゆる２次林といわれるものが里

山になると思いますが、自然林を除いたもの、そ

れについて特段の統計がないので、明快な答えが

できないというふうな形になると思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 相当な勢いで減っている

ということはどうでしょうか。事実でしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  相当かどうかはちょっとなかなか難しいんです

が、開発と言われるものが一般的に見ると、山林

の開発が当然農地より多いわけですので、そうい

う意味では、那須塩原は県内から見ても住宅もふ

えたり、商業施設等もふえてきたりという形で山

林開発があるわけですから、里山といいますか、

平地林等の減少は進んでいるというふうに認識を

しております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 私は、今から10年ぐらい

前にこの質問をしたことがあるのですが、それは

西那須時代でしたけれども、10年間で10％減って

いたんですね。ただ、恐らく現在は、10年間で

10％の勢いではなくて、もっともっと減っている

んじゃないかなというふうに危惧しているわけな

んですけれども、この那須塩原市は里山の自然林

をできるだけ残すという考えがあるのかどうか、

お伺いいたします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） ご存じのように、

県のほうでも、今回そういう森林を残そうという

ような発想で、手入れも含めてですけれどもそう

いう施策が打ち出されて、今回いろんな質問があ

ると思いますが、市といたしましても、まちづく

りの基本的な考え方として、人と自然がふれあう

というものを掲げて、これはどれかと言えば緑と

いう概念が非常に強いわけですので、自然は残し

ていきたいというふうに思って、総合計画なり、

基本計画なりもそういう切り口で記載をして、今

後も森林の保全に努めてまいると。 

  ただ、なかなか財政権等の問題で、規制という

のが非常に難しいのも現実でありますけれども、

市民のといいますか、所有者のご理解を得て保全

していきたいなというふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） なかなか環境課のほうで

は産廃問題とか、いろいろの問題があるので、な

かなかこっちのほうまで、果たして目が届くのだ

ろうかという心配もあるわけなんですけれども、

しかし、この問題は非常に大きな、大変な問題な

ので、本当にこの自然を残すというふうなことだ

けの係みたいな、担当を置いて、それについて本

気になって残すことを検討していくというような、

そういう体制を要望して、これは終わります。 

  自然保全意識の高揚と動植物の保護を目指すと

あるわけですけれども、この辺のところはどうい

うふうにやるのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま
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す。 

  先ほどの当初の市長の答弁を超えて、細かい内

容を今のところ持ち合わせておりませんけれども、

環境基本計画、これから最終的な決定をするわけ

ですが、ここに記載されているような内容で、市

長が答弁した内容の方向で進めてまいりたいとい

うふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） これのほうも本当にしっ

かりと担当を置いて、自然保護、動物保護をひと

つよろしくお願いします。 

  行政と市民と事業者が協働して自然と共生する

地域づくりを推進する必要があるということをう

たっているわけなんですけれども、これに対する

具体策というものはありますでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 那須塩原市民のア

ンケート調査をすると何を誇りに思っているかと

いうと、緑、自然に対する誇りが非常に高いわけ

です。当然その裏づけとしては、緑を大切にして

いこうという機運はあります。ですから、そうい

うものと、行政もそういうまちづくりを目指して

総合計画等も立案していわけですから、それぞれ

の役割分担の中で、市民と行政の役割分担の中で、

行政の林務関係も含めた緑を守る活動と、市民の

中の自然を守っていこうという保護活動と、それ

から一般市民の自然を愛するという、そういうも

のの醸成をより高めていって、那須塩原市は緑を

大切にしていくんだというのがずっと浸透してい

けば、かなり自然豊かなまちづくりが進んでいく

というふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 自然林保護や動植物の保

護ということでは、実態調査をだれがどうやるの

かとか、担当者、係はだれがなるのかとか、監視

活動はどう行われていくのかとか、先ほども非常

勤とか、いろいろそういう話もありましたけれど

も、そういう動植物の保護対策についてはいろい

ろ問題あるのですけれども、その辺のところ、ぜ

ひこの問題もしっかりとやっていただくという要

望で、それで、これについては動植物の保護とい

うことに関連してきますけれども、今、ビオトー

プを残すことができないかということで、子ども

たちと一緒に自然を残すためにビオトープづくり

をできないだろうか。とりあえず各行政区でビオ

トープを１カ所ずつつくったら、市全体では100

カ所ぐらいできるのではないかと。これは小さい

ものだったら３坪ぐらいから、５坪、10坪、それ

ぐらいでも幾らでもできるということで、これに

よって自然がよみがえるということがあるので、

ぜひビオトープづくりを提唱したいわけなんです

けれども、今、結構ビオトープは盛んになってき

まして、今、ビオトープ管理者養成通信講座とい

うのができているんですね。那須塩原市でもぜひ

このビオトープ管理者というものを20人なり30人

なり養成して、そしてただ、今、小学校とかそう

いうところで結構ビオトープづくりをしているわ

けなんですけれども、ビオトープづくりをしても

本当のビオトープじゃなくて、形だけのもので、

水をどんどん流してしまったり、それから下がど

ろじゃなくて、コンクリじゃないにしても、あん

まり魚や虫がすめないようなものにしてしまった

りで、そういうのだと長く続かないわけですね。

やはり本当のビオトープをつくって、この那須塩

原市にトンボやチョウチョや、いろいろの虫が飛

ぶというふうな、そういう自然をぜひつくっても

らいたいなということで、これも後で直接お伺い

したいと思っています。これも要望で、前へ進み

ます。 

  産廃の問題に入りたいと思います。 
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  先日、市長と環境課職員で環境大臣のところへ

産廃施設設置の規制に関する要望書を提出してき

たということで、これは大変ご苦労さんでした。

ぜひそういうことで、国からいろいろ直してもら

いたいということでお願いしたいと思いますが、

赤田の東武商事による中間処理場については、３

月９日に説明会を開くということで、私どものほ

うへは回覧が回っております。１日の稼働時間を

８時間から24時間にするということです。それか

ら、あとは拡大計画が出ているわけですね。それ

について市としてはどういう対処をしていくのか。

行動する施策はあるのかどうか、ちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  きょうですが、３月９日の説明会の出席依頼と

いうことで、自治会の方々が午前中、私のところ

へいらっしゃいました。ぜひ市でも出席をしてほ

しいと。事前に我々も回覧が回っておりますので、

そのつもりで対応していますということでお答え

をさせていただいたわけですけれども、市長が冒

頭にも答弁しましたように、地域のそれぞれの活

動に寄り添うような形で、こういう説明会が、こ

れは自治会のほうが主催という説明会でございま

すので、当然に我々も出席をさせていただいて、

よく意見を聞いていきたいというふうに思ってい

ます。 

  その後、その場、その場でいろんな展開がある

と思いますけれども、十分に地元と緊密な連携を

とりまして、市民の方々の活動の支援等もさせて

いただきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 地元だけではなかなか対

抗していけないという面もあるので、ぜひ市が中

心になって応援してもらいたいなと思っているわ

けなんですけれども、次に、青木の柳産業最終処

分場について、２月13日に知事あてに提出された

追加申入書について、環境課ではそれを知ってい

たのか、また相談は受けたのか。また、議会、産

廃協議会のほうへは知らせてくれたのか、その辺

のところをお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） ２月13日、記憶で

言うと、どういう内容だったかちょっと記憶にな

いんですが、想像的で、間違ったら大変失礼なん

ですけれども、青木の産廃の面積縮小関係に絡み

まして、環境アセスメント条例から外れてくると

いうような内容について、青木のほうではおかし

いじゃないかというような趣旨の意見を出したり、

その他、計画全体に対して誠実な説明もないし、

説明の内容に何かそごがあるといいますか、矛盾

するところがあるというような意見があった。書

かれたものを、私は提出前に見させていただいて

いるわけなんですが、多分そのような内容のこと

だったと思いますが、それにつきまして、特に私

どもから議会に出した記憶はないのですけれども、

できる限り我々はいろんなものを出していくとい

うことで、今回も国のやつについては詳細な資料

がお手元に議会事務局から渡っているというふう

に認識しておりますけれども、できる限り議会の

ほうの独自の研究のほうも我々は期待しておりま

すので、資料についてはできるだけ提供していき

たいというふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それについてはよろしく

お願いします。 

  実は、きのうおととい、私、これ入手したもの

ですから、申入書をですね。びっくりしたんです
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ね。我々は何も知らされていないのかななんてい

うふうにちょっと思ってしまったわけですね。こ

れはどういうことかというと、青木地区産業廃棄

物対策委員会から知事あてに追加申入書というこ

とで出しているわけなんですけれども、東京高等

裁判所が、平成19年11月29日、つい数カ月前です

ね、茨城県の水戸市の全隈町の産業廃棄物最終処

分場建設差しとめ請求の控訴事件において、産廃

最終処分場を建設、使用、操業してはならないと

いう判断を下したんですね。それについて東京高

裁の判決が、青木の柳産業と同じことが言えるの

ではないかということで、これ出しているんです

ね。国の法制上の不備があり、許可する行政の責

任として、生命・身体・健康被害の危険がもたら

されないようにする責任があると。国にはそうい

う責任があるんだと。人格権に基づく産廃施設等

の設置等の差しとめを請求する場合の立証責任と、

設置しようとする場合の反証責任についてまで一

般化して判断をしたということで、結局、国が廃

掃法にはうたっていなくても、市民に不安を与え

る、そして害を与えるそういうものについては、

これは権利があるんだということで、高等裁判所

がこういう判決をくだしているんですね。 

  特に水資源及びその周辺に産業廃棄物処理施設

を設置することを禁止したり、それから規制した

りすることを国はしていないと。国は今まで法的

にそれを規制していない。しかし、水資源保全の

ために汚染の危険を有効に制御する上で必要な条

例を手当てしていないと。しかし、現在の法制化

の不備を指摘して、現行の法制上、最終処分場が

水源地に設置される場合に則しては、基準を満た

し、所定の手続きを踏めば水源地及びその周辺に

産業廃棄物の処理施設を設置することを許可する

ことは、法的には今までは可能だったわけです。

しかしながら、設置許可に基づいて水源地及びそ

の周辺に産業廃棄物処理施設が設置されれば、そ

のことにより水源地に有害物質が搬入されて、重

大かつ持続的及び不可逆的な生命・身体・健康被

害をもたらす危険が出される可能性があることを

否定できないところでは、市町村が水道水源保護

条例を制定しているのもうなずけると。国法の法

制上の不備を補うものとしてうなずけると言って

いるんですね。法制上の不備があるために生命・

身体・健康が侵害されるおそれがあるのであれば、

国民がみずからの手でその生命・身体・健康を守

る必要がある。水源地がある河川から取水する水

道施設により水道水の供給を受ける者は、当該水

源地への有害物質の搬入により、その生命・身

体・健康が犯されるおそれがあることを理由に、

人格権に基づき、有害物質の当該水源地への搬入

の差しとめを請求することができるということを

言っているんですね。これは非常にうれしい判決

だというふうに思って、このことで県のほうへ提

出しているんですね。これ、ぜひ環境課のほうで

検討してもらいたいと思います。 

  それに基づいて、水資源条例というものを早急

に制定してもらいたいということを考えているん

ですが、この辺いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  まず、先ほどいろいろお言葉をいただきました

が、国への要望書をお手元にお渡ししてあると思

いますけれども、議員皆様には。そこの説明の中

に記載しておきましたけれども、司法判断でそう

いう内容が出ているので、安定型処分場という分

類そのもの自体もおかしいんじゃないかと。そう

いうものは類型から外せという要望を出しており

ます。それは、今の金子議員がおっしゃったよう

な内容を掌握をして、国のほうへ出したというふ
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うにご理解いただきたいと思います。 

  さて、水源条例関係の制定につきましては、ほ

かの議員の方々からも何度となく質問をいただい

て、それについては検討中だというお答えをさせ

ていただいております。 

  一方で、ついこの間、最高裁の判定が出ました

阿南市の水道水源条例による産廃不許可処分につ

いて敗訴になった。要するに市側が負けておりま

す、国、県とですね。そういうものもありますの

で、単純につくるといっても、いろんな状態があ

るということだけはご承知おきいただきたいと思

いますし、今の水戸の部分は、憲法上の人格権と

いうところで争って、廃掃法とか、水道水源条例

とかという部分でのみ争っているものではないと

いう認識をいただかないと、さも水道水源条例さ

えつくれば、那須塩原市に一切の産廃が立地でき

ないんだというふうには、なかなかこれはそうは

いかない状況もありますので、ですからなかなか

簡単に定まらないという側面がありまして、その

辺をどうクリアすればいいんだというのは、福島

大のほうの先生とも話ししながら、また時々、弁

護士先生の方々もほかの件で来たときに、ちょっ

と意見交換をしておりますけれども、そういう中

で勉強させていただきながら、何とかその水道水

源条例関係も含めて、どういう形でやっていけば

いいんだろうということを、もう少し時間をいた

だいて検討させていただきたいというふうに思っ

ております。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それは、もう当然、この

高裁の判決が出たから、それで全部通るというこ

とではもちろんないので、これをじっくりとぜひ

検討していただきたい。 

  それと、那須塩原市は水源地でもあるわけです

から、水源地としての那須塩原からすると、それ

はもちろん那須塩原はもとより、それより下流に

おいてさらにそういうことを保護されなければな

らないのではないかと。下流における住民がやは

り一緒になって立ち上がらなくてはならないので

はないかと。上流においては、その責任をやはり

負わなくてはならないという問題があるわけです

けれども、先日、ひたちなかとの交流会がありま

して、我々議員全員で行ったわけなんですけれど

も、その中で、やはり産廃のお話が出たわけです

けれども、ひたちなかでは、那須塩原市のこの状

況というのは全く知らない状態で、やはり川下に

もそれを知らせる必要があるのではないかと。市

長は、その責任上、下流との連携体制をとるべき

ではないかと思うのですが、それはいかがでしょ

うか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  これは私も伝聞になりますけれども、黒磯市時

代から、黒磯というのは那珂川という水源地とい

いますか、上流部として責任があるという自覚の

もと、水を守ろうという動きをしていたというふ

うに聞いております。現在も当然、そういう上流

域で下流域に対して責任があるということで、現

在も我々の産廃に対する視点としては、そういう

側面も十分考えあわせながら反対をしているわけ

でございますので、認識をしていただきたいと思

いますし、連携というのは、なかなか言うはやす

し行うは難しで、行政同士で、那珂川流域でみん

なで反対していこうという取り組みにするのは非

常に難しいものがありまして、そこまではちょっ

と立ち入ってまだ取り組んでおりませんけれども、

もう少し詰める中で、必要とあればそういうご協

力もいただきながら力にしていきたいということ

で、１つのご提案という形で受けとめさせていた
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だきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） 上流の責任上、やはり情

報提供はどんどんしていかなくてはならないので

はないかということで、その辺よろしくお願いし

ます。 

  時間がないので、次にまいります。 

  次に、第２期ごみ処理について。 

  着々と進展しているという答弁でしたけれども、

ごみ分別による減量対策ということ、それからエ

ネルギー活用ということでちょっと最後の質問を

したいと思いますけれども、４日前、２月28日、

またまたひたちなかの北越製紙関東工場へ我が創

生会でバイオマスの視察に行ってまいりました。

大きな紙の工場でして、建設廃材を中心に、それ

をチップ状にしたもの、例えばベニア板のような

ものをチップ状にして、そしてそれをただ燃やす

のではなくて、そのエネルギーを電気エネルギー

に変えているということで、月に4,000万電気料

を払っていたのを、電気量をちゃんとクリアして、

その倍の電気を発電しているというところを見て

きました。余った電気は東電のほうへ売電してい

ると。 

  また、広告紙とか、こういう新聞折り込み、そ

ういうのとか、それからシュレッダーにかかった

細い紙ですね、そういう古紙回収によって、やは

り発電エネルギーとして利用していました。本当

に山積みになったその古紙を見上げながら、毎日、

不用となっている印刷物や広告紙を、これ１枚で

もこれがエネルギーになるんだなという実感をし

てきました。生ごみとしてこれを燃すのは本当に

もったいないなという気持ちを持ちました。ほと

んどのものが分別によってエネルギーに還元でき

るということがわかったわけなんですけれども、

役所では、シュレッダーにかけた紙や印刷された

紙をどういうふうに扱っているかちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 処理の形態としては、

資源ごみとして再利用されているところです。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） それはもう本当にうれし

いことですね。 

  先日の補正予算の説明の中で、家畜の排泄物利

活用施設整備事業の中で、経済環境悪化による規

模縮小によって、バイオマスの環境づくり事業で

1,221万1,000円の減額修正になっていますが、経

済環境が悪いからこそ市がバイオマスの環境づく

り事業に力を入れなければならないのではないか。

これこそ地球環境のために自治体が支援するべき

でないのかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 過日の質疑でお

答えしたものにつきましては、当初計画では増棟

計画という中で施設を整備する考えだったわけで

ございますが、このような畜産環境の状況でござ

いますので、それらを絞った中で、適正規模とし

て規模を縮小したということでございますので、

ただいまご質問のような産廃施設を削るとか、そ

ういうものではございませんので、ご了解いただ

きたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 30番、金子哲也君。 

○３０番（金子哲也君） わかりました。こういう

バイオマスにもぜひ力を入れてもらいたいと思い

ます。 

  隣の那須町がバイオマスタウン構想を打ち出し

て、今盛んにやっているので、それもちょっと参

考にしてもらいたいと思います。 

  未来の子どもにツケを回さないために、自然保
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護と産廃対策とエネルギー問題は大変大きな課題

であります。４月から役所内の産廃対策室も本格

的に動き出すので期待されます。それと同時に、

監視体制、検査体制のさらなる強化も必要に迫ら

れてきています。美しい自然を、美しい那須野が

原を言葉や絵に描いたものではなくて、本当に子

どもたちのために……。 

○議長（植木弘行君） 創生会の金子哲也君の質問

時間がなくなりました。 

  以上で、創生会の代表質問は終了いたしました。 

 

─────────── ◇ ─────────── 

 

◇ 水 戸   滋 君 

○議長（植木弘行君） 次に、未来21、20番、水戸

滋君。 

〔２０番 水戸 滋君登壇〕 

○２０番（水戸 滋君） 議席20番、未来21、水戸

滋です。 

  第１回議会定例会代表質問に当たり、発言の機

会を得ましたので、会派未来21を代表して、通告

に従いまして順次質問いたします。 

  冒頭に、去る２月22日、23日の強風によりまし

て被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。

土曜、日曜ということで市の対応も大変だったと

思いますが、負傷者の話が聞かれないのが何より

のことでありました。 

  持ち時間が決まっておりますので、早速、質問

に入りたいと思います。 

  今回は、本定例会初日に市長が述べられた平成

20年度市政運営方針について伺うものであります。

明快な答弁を求めるものであります。 

  まず１として、市政運営の基本姿勢についてお

伺いします。ここでは２つ伺うわけであります。 

  ⑴として、４年目、任期仕上げの年となります

が、現在までの３年数カ月、市民の目線、公正公

平、市民の声の政策運営をどのようにとらえてい

るか。また、この間の手ごたえについてお聞かせ

をいただきたいと思います。 

  ⑵は、⑴を踏まえた組織機構の見直しの中で、

分庁のあり方、事務量、指導をどのように考慮さ

れたかお伺いをいたします。 

  また、契約検査課、農業委員会等のあり方につ

いてもあわせてお伺いいたします。 

  ２として、20年度の基本政策にかかわる主要事

業についてであります。 

  ①として、自然と共生するまちづくりでありま

す。 

  ⑴として、ごみ減量化対策事業では、ごみ分別

方法など新たなルールの確立、市民への周知活動

とありますが、詳しくお伺いをいたします。 

  ⑵は、環境基本計画に基づき環境の保全及び創

造に関する施策の推進とありますが、どの程度ま

で進めていかれるかお伺いするものであります。 

  ②は、快適で潤いのあるまちづくりであります。 

  ⑴として、地域バス運行事業で、生活バス路線

として「ゆーバス」の運行の推進とありますが、

詳しくお伺いをいたします。 

  ⑵は、防犯、暴力追放対策事業で、犯罪のない

安全で安心なまちづくり条例、これは本議会にか

かわっている案件でもありますが、その制定とあ

りますが、市・市民・事業者との協働のあり方、

また他条例とのリンク等をどのように考えている

のかお伺いするものであります。 

  ⑶は、水道事業の中で危機管理対策事業として、

水質検査の強化、水質監視のシステムの整備とあ

りますが、詳しくお伺いをいたします。 

  ③は、健やかで安心して暮らせるまちづくりで

あります。 

  ⑴として、健康・医療の充実の中で、黒磯那須
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休日等急患診療、夜間における内科・小児科の初

期診療の充実についてどのように取り組まれるの

かお伺いをいたします。 

  ⑵は、国民健康保険事業では、内臓脂肪症候群

のリスク保持者の指導について取り組み内容を伺

うものであります。 

  ④安全で便利なまちづくりであります。 

  ⑴として、西那須野地区の都市型水害を防止す

る下水道事業による雨水管渠布設工事、河川事業

による百村川・蕪中川の雨水準幹線整備の充実と

ありますが、内容についてお伺いするものであり

ます。 

  ⑤は、活力を創出するまちづくりであります。 

  ⑴として、農地対策から農地・水・環境保全向

上対策事業で、農業者と非農業者が協働で行う農

村環境保全活動や環境に優しい先進的な営農活動

の支援について、内容についてお伺いするもので

あります。 

  ⑥は、豊かな心と文化をはぐくむまちづくりで

あります。 

  ⑴として、小中学校教育推進事業で、中学校区

を単位とした小中学校の連携による義務教育９年

間を見通した人づくり教育が推進できるようにと

あります。教職員の交流や児童生徒の交流活動の

拡充とありますが、取り組み内容についてお伺い

するものであります。 

  ⑦は、創意と協働によるまちづくりであります。 

  ⑴として、行政評価システム推進事業の中で、

総合計画の政策体系に基づく施設事務事業を振り

返り、成果重視のシステムの構築とありますが、

内容について伺います。 

  また、人材育成基本方針に基づく人事評価制度

の段階的な構築についても伺うものであります。 

  ⑵は、情報系システム管理費の中で、スポーツ

施設などのインターネットから予約できるオンラ

イン受け付けについて詳しくお伺いをいたします。 

  最後、３番でありますけれども、平成20年度予

算編成の基本的な考え方であります。 

  ⑴として、（仮称）黒磯インター整備関連事業、

市街地再開発事業などプロジェクトが完成し、大

規模アウトレットモールが（仮称）黒磯インター

付近に進出することにより、今後の那須塩原市の

飛躍に向けた年と表現されておりますが、地元産

業の振興と大型店をどのように結びつけ飛躍とさ

れているか、お伺いするものであります。 

  以上、３項目、18点についてお伺いをいたしま

す。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時５６分 

 

再開 午後 ３時０６分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  20番、水戸滋君の質問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） 議席番号20番、未来21、水

戸滋議員の会派代表質問にお答えをいたします。 

  大きく３項目でございますけれども、順次お答

えをいたします。 

  市政運営の基本方針についてお答えをいたしま

す。 

  ⑴につきましては、私は、市長就任以来、一貫

して市民の目線、公平公正、市民の声を市政運営

の基本に据えてまいりました。事業展開に当たっ

ても、行政と市民が相互理解と信頼のもと、とも

に考え、ともに行動できる環境の整備、すなわち
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パブリックコメントやアンケートの実施を初め、

市民参画による将来構想づくりなど協働意識をは

ぐくみながら、市民との協働のまちづくりを実践

してまいりました。また、車座談議によるまちづ

くりのための地域住民との体制づくりのほか、利

用しやすい市役所を念頭に、組織改編にも意を配

してまいりました。さらに、市民の一体感の醸成

や、それぞれの地域の特性を考慮すると同時に、

職員の意識改革も進めながら、それぞれの地域に

おける大型プロジェクト事業の完了、あるいは着

手ができたものと考えております。 

  このほか、市政懇談会を初めとする各種会議、

会合などでもできるだけ多くの市民の声を聞く機

会をつくり、民意が起点という姿勢をとってまい

りました。実感といたしましては、住みよいまち

づくりのため誠心誠意努めてまいりましたが、手

ごたえや評価については、議員の方々を初め、市

民の皆さんの判断にゆだねたいと考えております。 

  ⑴を踏まえまして、⑵の組織機構の見直しの中

での分庁のあり方は。 

  那須塩原市においては事務事業の合理化の観点

から行った平成18年度の組織見直し時に、分庁ス

ペースの関係から、部を単位として分庁の体系を

とっています。今回さらに事務効率化を高めるた

めに、本庁への事務集約を図る組織見直しを進め

る中でも、事務スペースの問題があり、各部課の

事務分掌及び業務量の詳細な調査を行い、それぞ

れの部署の人員配分を行いました。この人員配分

を基本に、分庁の必要の有無も含め、各庁舎の収

容量に基づく総体的な調整を行い、契約検査課及

び農業委員会等についても、それらの中で調整を

行ったところであります。 

  次に、20年度の基本政策に係る主要事業につい

てお答えをいたします。 

  初めに、①自然と共生するまちづくりでありま

すが、ごみ分別方法などの新たなルール等につき

ましては、昨年３月に策定いたしました那須塩原

市ごみ処理基本計画に基づき検討を重ねてまいり

ました。具体的に申し上げますと、３地区の清掃

センターがそれぞれの分別区分により収集・処理

していた一般廃棄物について、平成21年度から広

域第２期ごみ処理施設１カ所で処理することとな

るため、これらを統一する必要があります。また、

これまでにお答えしたとおり、ごみ処理の有料化

についても、平成21年度から同意に向けて検討を

しております。 

  これらは、市民の毎日の生活に直接影響するも

のでありますので、十分市民の理解を得る必要が

あると考えております。周知の方法といたしまし

ては、広報、ホームページ等を活用するほか、各

地区へ出向いて説明会を開催いたします。また、

ごみ分別事典やごみ収集カレンダーの配布を予定

しております。 

  ⑵の環境保全及び創造に関する施策の推進はど

の程度まで進めるのかとのことでありますが、環

境基本計画においては、環境基本条例に定める基

本理念の実現を目指し、環境関連の施策を体系化

し、総合的かつ計画的に実施をしていきます。ま

た、その計画推進と進行管理につきましては、環

境審議会や庁内の会議のほか、市民、事業所及び

各種団体等がそれぞれの立場から意見交換を行う

場を設け、計画で定めた施策の目標や優先順位な

どをチェックしながら検討されることとなります。 

  次に、②の快適で潤いのあるまちづくりについ

てお答えをいたします。 

  ⑴の「ゆーバス」の運行の推進状況につきまし

ては、市営バスにかわる地域の生活路線バスとし

て、昨年10月１日から新たに運行開始をしてから

５カ月が経過をいたしました。この間、利用客の

状況は路線ごとに異なるものの、新設路線もあり、
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全体としてはふえておりますが、計画との比較で

はまだ利用客が少ない状況にあります。また、

「ゆーバス」の運行について市民の利用者の皆さ

んからいろいろな要望や意見が寄せられておりま

すので、これらの要望を踏まえ、バス利用者に対

する利便性や、バス運行の効率性をより高めるた

め、この４月早々にダイヤの一部を改正する手続

きを進めているところです。 

  来年度は、今年度以上に「ゆーバス」を利用し

ていただけますよう、市民の皆さんへの積極的な

ＰＲをし、運行事業者と一体となって利便性の向

上、運行の効率化を通して、利用者の増加に向け、

地域バス運行事業を推進してまいりたいと考えて

おります。 

  ⑵の犯罪のない安全で安心なまちづくり条例の

市・市民・事業者との協働のあり方と、他の条例

とのリンクの考えについてでありますが、犯罪の

ない安全で安心なまちづくり条例につきましては、

地域における犯罪を未然に防止するため、市や市

民、事業者がそれぞれ果たす役割を明らかにし、

警察などの関係機関や関係団体と連携を図りなが

ら、市民一人一人に対して安全意識の高揚など、

施策を推進することにより、だれもが安心して暮

らせる地域社会の実現を図ることを目的とするも

のです。 

  市及び市民、事業者との協働のあり方につきま

しては、近年、社会情勢の変化に伴い、地域社会

における人と人とのつながりや互助精神、協働意

識などの希薄化が進んでおり、このことがいろい

ろな犯罪の発生に影響しているものと思われます。 

  このようなことから、自分たちの地域は自分た

ちの手で守っていくという立場に立ち、地域にお

ける助け合う連帯感の構築こそが重要なことであ

り、今まで以上に市、警察等の関係機関、団体、

市民、事業者がお互いに情報を共有し、それぞれ

の役割の中で一体となって安全・安心なまちづく

りを進めていきたいと考えております。 

  次に、ほかの条例とのリンクですが、生活の安

全の範囲は、一般的に防災、環境、保全、交通安

全など幅広い分野にまたがりますが、これらにつ

きましては環境基本条例や交通安全条例など既に

施行されて、独立した形で施策を展開しています。

本条例は、他の条例とリンクするというものでは

なく、地域における犯罪の発生防止の点で安全で

安心なまちづくりを推進しようとするものであり

ます。 

  次に、⑶の水道事業の危機管理対策事業につい

てでありますが、水質検査の強化につきましては、

那須疏水から取水をしております鳥野目浄水場及

び千本松浄水場の原水40項目の水質検査を本年度

に引き続き週１回実施をいたします。また、耐塩

素性病原微生物についても、今までの年１回の検

査から年４回に回数をふやすとともに、水質基準

の改正に伴い、塩素酸及び従属栄養細菌検査も実

施いたします。 

  水質監視システムにつきましては、現在進めて

いる水源水質監視システムの基本設計に基づき、

表流水を利用している鳥野目、穴沢、千本松及び

要害の各浄水場の取水口付近に水質監視システム

の整備を進める予定です。このシステムにより、

油やアンモニア等の24時間監視が可能となります。 

  次に、③の健やかに安心して暮らせるまちづく

りについてお答えをいたします。 

  ⑴の夜間における内科・小児科の初期診療につ

きましては、現在、黒磯那須地区休日等急患診療

所、日曜・祭日・年末年始のほか、月・金曜日に

開設をして対応しています。さらに、平成20年４

月から、那須郡市医師会黒磯那須地区医師会の協

力を得て、木曜日、土曜日も追加開設することに

なりました。 

－85－ 



  なお、大田原市休日等急患診療所においても、

日曜・祭日・年末年始のほか、火・水曜日に開設

しておりますので、那須地区においては年間を通

しておおむね午後６時半から10時までの時間帯に

おいて初期救急医療体制が充実されることになり

ます。 

  ⑵平成20年度から各医療保険者に義務づけられ

た特定健康診査・特定健康指導事業については、

健康診査によって、腹囲、男性は85cm以上、女性

は90cm以上、血糖、血圧、脂質及び喫煙の内臓脂

肪症候群及び生活習慣病のリスク要因を見つけ、

リスクの少ないものに対する動機づけ支援と、多

い者に対する積極的支援の２段階の保健指導を行

うものであります。これによって医療費の約３割

を占める生活習慣病の予防を行い、将来的に医療

費の伸びを抑えようとするものであります。 

  国の基本指針では、５年後の平成24年度末の特

定診査等の実施等にかかわる目標指数が、国保に

ついては特定健康診査実施率65％、特定保健指導

実施率は45％、成果目標として内蔵脂肪症候群該

当者及び予備群の減少率、マイナス10％と定めて

おります。現在、国保担当と保健担当が連携して、

この目標値の達成に向けて計画を策定しておると

ころであります。 

  ④安全で便利なまちづくりについてお答えをい

たします。 

  下水道事業による雨水管渠布設工事の内容につ

いては、１級河川百村川の調整池に、西那須野駅

東口及び西口周辺の雨水を排除するため、下水道

事業認可に基づく百村川第３幹線として整備する

ものです。ルートといたしましては、一部用地買

収を行い、市道Ｎ幹Ⅰ－７号線に、百村川調整池

から市道Ｎ幹Ⅱ－３号線の交差点までの延長約

1,300ｍの雨水管渠を布設するもので、平成22年

度の事業完了を予定しております。 

  また、河川事業の百村川準幹線整備につきまし

ては、永田町及びＪＲ西那須野駅西口周辺の慢性

的な浸水対策として、平成19年度から継続事業に

より第２大田原街道踏切水路改修工事と、この上

流部に600mmから400mmのボックスカルバートを

390ｍ布設するものであります。 

  蕪中川準幹線整備につきましては、東町及び西

栄町の慢性的な浸水箇所の解消を図るため、平成

19年からの継続事業によりＪＲ線下の正十堀改修

工事と、その上流部に700mmから500mmのボックス

カルバートを540ｍ布設するものであります。 

  次に、⑤活力を創出するまちづくりの農地・

水・環境保全対策事業についてお答えをいたしま

す。 

  本事業は、地域内の農地や農道、水路などを農

業者と非農業者が共同で維持管理をし、農村の環

境を保全・向上を図る活動に対し、平成19年度か

ら５年間、水田で10ａ当たり4,400円を交付し、

国と地方が支援していくものであります。平成19

年度における本市の共同活動への取り組みは34地

区で、活動面積は3,370haとなっております。 

  次に、環境に優しい先進的な営農活動の支援に

つきましては、エコファーマーの認定を受け、化

学肥料や化学合成薬品を５割以上低減することな

ど、環境に優しい営農活動に対する支援を行うも

ので、水稲で10ａ当たり6,000円を交付するもの

であり、本市における取り組みは５集落で、56ha

となっております。 

  次に、⑥の豊かな心と文化をはぐくむまちづく

りについてお答えをいたします。 

  本市では、第１次那須塩原市総合計画において、

平成23年度までに市内10中学校区において、小中

学校連携推進事業を実施する予定です。具体的に

は、小学校と中学校の間で一貫性のある系統的な

教育活動を実践するため共同の授業研究会や、相
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互に授業を参観しあったり、授業を担当しあった

りするなど、指導の充実や連続性の確保を図って

おります。 

  また、児童生徒が地域の行事に一緒に参加した

り、学校行事に相互に参加したりするなどの交流

を行っています。 

  次に、⑦の創意と協働によるまちづくりについ

てお答えをいたします。 

  行政評価システムにつきましては、平成20年度

より運用を開始いたしますが、初年度は総合計画

に基づく38の基本施策と実施計画に記載した事務

事業の評価を実施する予定でおります。運用に当

たりましては、住民満足度を見きわめながら、成

果を経過を振り返り、施策や事務事業の優先度を

判断しながら、次年度の施策展開や予算編成に反

映できるシステムを構築してまいりたいと考えて

おります。 

  本市における人事評価制度の導入は、那須塩原

市人材育成基本計画に掲げられた求められる職員

像を実現するため、職員の職務遂行能力や職務実

績などを評価し、その成果を職員の能力開発や人

事配置などの処遇に活用することを目的とし、職

員の差をなくすため、人材の育成を基本として進

める考えです。 

  人事評価は、大きな区分として、職員の知識や

意欲、責任感や勤務態度などを評価する能力評価

と業務目標に対する達成度を評価する実績評価に

分けられますが、本市ではこれまで、評価に関す

る制度は定めておらず、また人が人を評価するた

めの訓練もされていない状況であります。このよ

うな不慣れな状況の中で、能力評価と業績評価を

一挙に導入することは大きな混乱を招くおそれが

あります。このため、順を追って段階的に導入し

てまいります。 

  具体的には、第１段階として、職員の意欲や取

り組み姿勢などについて評価する姿勢・適性評価

を実施することとし、平成20年度にその試行を予

定しております。この試行結果を検証し、その後

に、第２段階として能力評価を、また第３段階と

して業績評価をそれぞれ構築してまいりたいと考

えております。 

  次に、⑵の情報システム管理の中でのスポーツ

施設などのオンライン受け付けについては、行政

手続きのオンライン化の１つとして、行政事務の

効率化と市民の利便性の向上を図るため導入をす

るものです。この行政手続きのオンライン化につ

きましては、現在、庁内関係各課によるワーキン

ググループを構成し、具体的な手続きの検討を進

めておりますが、この中でもスポーツ施設につい

ては、先進の事例を見ても利用率が高く、好評で

あることから、本市においても来年度の導入を進

めるものであります。 

  オンライン受付を導入しますと、これまで電話

や窓口などで施設の空き状況を確認し予約してい

たものが、携帯電話やパソコンでいつでも空き状

況が確認でき、予約の手続きが可能となります。

具体的な対象施設につきましては、スポーツ施設

のほかに文化施設などの中から、今後、特定して

いくとともに、利用しやすい手続方法を定め、円

滑な導入を進めてまいりたいと考えております。 

  次に、３の平成20年度予算編成の基本的な考え

方についてお答えをいたします。 

  黒磯インター整備関連事業、市街地再開発事業

などプロジェクトが完成し、大型アウトレット等

が（仮称）黒磯インター周辺に進出することによ

り、今後の那須塩原市の飛躍に向けた年と表現さ

れていますが、地元産業の振興と大型店をどのよ

うに結びつけて飛躍としたかということについて

お答えをいたします。 

  地元産業の元気が那須塩原市の力です。地元産
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業と進出予定の大型店が共生の考えに基づき、と

もに支え合っていくことで地域力の再生や若者が

あすに希望が持て、お年寄りが安心できる那須塩

原市の出現につながるものと考えております。 

  また、私は、まちづくりは日々、人々が生業を

営み、子どもを育て、よりよい暮らしをつくって

いく暮らしづくりであると考えております。平成

20年度は、これまで取り組んできた暮らしづくり

のための環境が整備しつつあることから、さらな

るステップに確かな目標と希望を持って飛躍する

年になると考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） それでは、再質問に入り

ます。 

  ３年数カ月、市長の指揮してきた行政というも

のの評価とお尋ねしたところ、議員あるいは市民

が評価してくれる、自分では評価しないという話

でありました。 

  実は、ここに人材育成というものがある。これ、

昨年の３月20日付ですね。この中にやはり自己評

価という部分がございます。これはもう基本計画

できちんとやっていくんですから、この計画に基

づくと、市長も自己評価してもいいのではないか

と私は思うのであります。その辺のところ、ちょ

っと触れてもらえなかったのは残念であります。 

  これは、成果等でありますので、我々が思った

ところで判断するしかないと、こう考えます。 

  それから、「仕上げの年」という言葉でありま

すから、任期４年でありますから、市長は４年目

にも入っているわけでありますから、その辺のと

ころで今回はおっしゃられたのかなと、こう思っ

ております。 

  その中で幾つかお聞きしたいのは、やはり一貫

して市民の目線、あるいは公平公正という部分で

すね、市民の声を聞くという。実はこの17年度の

市政方針の中では、そうした言葉というのは出て

まいりません。18、19、今年度の３カ年の市政方

針の中で出てくるんですね。初年度はやはり合併

をして、当然市長選挙というものがありまして、

暫定的な部分もありますから、当然その言葉がな

かなか組み入れられないうちにこれができ上がっ

てきたのかなというふうには推測するしかないわ

けでありますけれども、そうした中で、今、「と

もに考えて行動していく」という言葉がございま

す。それからパブリックコメントやアンケート、

それから市民の懇談会等、こうしたものを踏まえ

てやってきたとなりますと、じゃこの３年数カ月、

こうした実績というものを踏まえて、11万5,000

の人口からして、どのぐらいのものを把握して、

これは次年度にいくというか、そのものができて

きたのかなと。この辺の実績というものはいかが

ですか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 私のほうから、それぞ

れ進めてきた中での実感的なことを申し上げたい

と思います。 

  いろいろ市長の方針である市民の目線で物事を

見ようと、住民基点で考えていこうと、そういう

もとで、私どもいろいろな計画をつくったり、事

業を進めてきた。そういう中で、今議員からあり

ましたように、パブリックコメントとかアンケー

ト、それから懇談会等々、それぞれやってきまし

た。その数から言いますと、決して多い数と胸を

張っては言えないですけれども、そういう中で出

てきた意見等につきましては、それぞれ内部での

検討はもちろん、それからできるものはできるだ

けその答えを市民にその時点で返す、即答できな

いものは後から返すと、こういうことで進めてま

いりましたので、そういう意味では、市長が常々
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おっしゃっているものの中で物事が進めてこられ

たのかなと、私自身はそんなふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり実際、市民の懇談

会等も私らも出ますと、やはり要望的なものとか、

こうしてああしてという部分が、どうしても注文

が多いですね。そうしたものを踏まえて、当然、

次年度に生かしてという話で、行政ですから、そ

ういったものを踏まえて、必ず財政的なものを踏

まえて、ああ、これはやれるなとは思いますけれ

ども、確かに数的には、そうした注文が多かった

というのが実感であろうと思います。 

  やはりそうしたものを踏まえていく中で今後も、

数は確かに減っている。じゃこれをふやす努力と

いうものですね、その辺のところは今後どんな考

えで市としてはいかれるおつもりか、その辺のこ

とをちょっと触れてみたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えいたします。 

  正直、その辺が私ども一番大きな悩みといいま

すか、課題でありまして、いろんな方法でＰＲ等

には努めますけれども、これまでも合併前、それ

ぞれの主張の中でもこういったものはやってきた。

合併しても同じようなといいますか、種類のいろ

んな集まりとか、ご意見を聞く機会を設けている

わけなんですけれども、なかなか集まっていただ

けない。今後、そういう中で、もちろんＰＲにも

努めますけれども、車座談議等もそれぞれの地域

で立ち上がっておりますので、それぞれもっと地

域に関心を持っていただく、市政に関心を持って

いただく、そして新しい組織では、市民協働推進

課もできますので、そういう中でも努力をしてい

きたいと、こんなふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ぜひそうしたものを踏ま

えて今後対応していただきたい。 

  今、車座談議と出ましたけれども、平成17年の

市政方針の中では、車座談議的なものをという言

い回しをしています。それが実際には車座談議と

して立ち上がって、あるいは職員のそうした張り

つけもあって今でき上がっているのかなと、こう

思いますので、ぜひそうした住民の意見等もしっ

かり踏まえて計画なり何なり入っていただきたい

と、こう思います。 

  その２番目、組織の見直しということに移りま

すけれども、実は12月に私、この問題に触れまし

た。その後、全協の中で示されたものが入ってき

たものだから、ここで実は、企画にも言ったんで

すけれども、何といいますか、職員の対応的なも

の、年度の切りかえですので、机、いすとか実際

に次どうなるんだという話から、やはり年度の切

りかえというものがいつになるんだということで

すね。前も言いましたように、魔の１日といいま

すか、平成19年３月31日は月曜日でありますので、

机、いすとか移動された後に１日だけ職員が前に

行くのか、それとも前倒しで、平成20年度の中、

事務的なものでいくのか、その辺のところは企画

として、あるいは市長としてどうお考えですか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 議員からいろいろなご

提案をいただきまして、私ども当然、内部的には

順次詰めていたわけなんですけれども、結論から

言いますと、新しい体制は４月１日からというこ

とで、31日はそれぞれの職員は現在の身分といい

ますか、職の配置の中で仕事をすると。確かに当

然、31日が机の移動等をということが、物理的に

やらないと４月１日に間に合いませんので、その

辺につきましてはそれぞれの中で、詳細はいろい

ろ、事務的にはあるんですけれども、職員に迷惑
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をかけないように体制をとりながら、そしてそれ

ぞれの庁舎の中でも職員がフロアに出て、市民の

方が戸惑っておるようなときには、きちんと案内

をすると、こういう形で対応したいと思います。 

  幸いといいますか、１階の市民福祉部門、税部

門につきましては、それぞれの庁舎、現在の位置

とほとんど変わらないで業務ができますので、若

干そういう点が救いなんですけれども、その中で

も混乱に対応できるような体制を取っていきたい、

こんなふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 机、いす等は前もって運

ぶけれども、実務は31日までと。特にそれは、フ

ロアの１階の受付業務的なものは何とかクリアで

きるというお考えですね。あとは職員は辞令をも

らって異動は決まっているんですけれども、机の

ないところで仕事はするという形にならないよう、

その辺のところは内部でありますので、しっかり

指導していただいて、進めていただきたいと思い

ます。 

  その次の質問に移るんですけれども、契約検査

課、あるいは農業委員会、これ何で出したかとい

いますと、私のほうの会派の中の中村議員が、18

年12月に、いわゆる東庁舎をどうするんだという

ことで出してきました。それで、どうしてもその

東庁舎、契約検査課の内部的なものというか、こ

の場でいいんですかという部分があったので、そ

の辺のところはどのように詰めてこられたか、お

伺いしたいと思うんです。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えいたします。 

  今回の組織の中でも、先ほど分庁の話からいろ

いろありましたけれども、トータル的にいろいろ

考えました。東庁舎のことも考えましたけれども、

最終的には、今回の大きなところは、本庁のほう

へ事務の集約を図って事務の効率化を図るという

ことを第一義的にやっていこうということでやっ

てまいりました。東庁舎は以前にそういうお話も

あったことは、私どもも認識はしておりましたけ

れども、そういう中で、いろいろ内部業務のかか

わりの面から、なかなかそれを分断してやるとい

うことが難しいということで、課題を一つ残した

ことにはなりますけれども、東庁舎のあり方とい

いますか、入札等々での業務とのスムーズ性、そ

ういう部分については、今後、別な方策の中で考

えるとすれば、組織と切り離して考えざるを得な

いんだろうということで、組織のほうはそういう

ことで進めてまいりました。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり契約検査課、厳正

に行うべきところでありますので、その当時、答

弁の中に出てきたのは、電子入札等もこれから出

てきますという話でありますけれども、やはり入

札に来る業者が、ある程度部屋におさまって待機

をするとか、それがやはりこの東庁舎の構造上ち

ょっと無理かなという部分で多分質問をされたと。

だから、今回、この項目に触れたわけですね。そ

れから農業委員会も、実際は西那須野の議場を使

って農業委員会を開く、委員さんのお話を聞くと、

やはりマイクがあって、きちっと録音をして、残

すためにはそれがベストだということで、移動し

てやっている。これは７月に改選になるわけであ

りますけれども。そうしたものも踏まえて、やは

り農務課サイド、農業委員会サイド、それから公

社ですね、これも含めて早く何とかという、やは

り東庁舎というもののあり方というのは、早急に

その辺のところは見解を出していただきたいと思

うんです。 
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  先ほど出ました契約検査課のほうですけれども、

現状のままでやっていくんですか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） いろいろ課題はご指摘

いただいていますけれども、私どももそれは認識

をしておりますけれども、現時点では、現在の形

で４月１日から業務を進めていくと。現時点では

そう考えております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 現状のままというお話し

ですけれども、厳正な検査体制ができますことを

祈るしかありませんね。それを申し上げて、次の

項目に移ります。 

  次は、自然と共生するまちづくり、大きな２番

に入りますけれども、これは21年度の広域のごみ

処理の関係とずっとつながってくる部分でありま

すので、これは何回も聞いております。そういう

中で出てきたのは、出向いて説明会というお答え

が答弁の中でありましたんで、そうしたものにつ

いて、あるいはカレンダー等の配布等、ちょっと

もう少し詳しくお伺いできますか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  出向いて説明会というのは、まだどのくらい細

かくするかまではちょっと詰め切っておりません

けれども、大きい自治会、小さい自治会いろいろ

ありますので、どこまでの細かさというのはまだ

決めかねておりますけれども、少なくともステー

ションで言うと10個か20個以内ぐらいじゃないと、

大きい会場で分別の細かい、雑誌はこうしてくだ

さい何々はこうしてくださいというような話を実

際したいものですから、大きい自治会は何個かに

割って、地区の自治公民館あたりをお借りをしな

がらやる方法が一番ベストなのかなということで、

もう少し時間いただかないと、どの程度の細かさ

かはお伝えできませんけれども、そういう分別の

仕方、それから有料化の意義等も含めまして、十

分に説明をしてご理解をいただきたいなというふ

うに思っております。 

  以上です。 

〔「カレンダー等について」と言う人あ

り〕 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 失礼いたしました。 

  カレンダーにつきましては、いつの時点で配布

するか、ちょっとまだ確定しておりませんけれど

も、できれば説明会の中、全員が来るわけじゃな

いので、配り漏れるということもちょっと心配な

んですが、何週目がこうですよというのではなく

て、365日、この日はあなたの地区はこれです、

これですというふうに明快に書いてしまえば、間

違ってステーションに出すことはないだろうとい

うことで、そういうカレンダーをつくって、各世

帯に必ず届くような形で配布していきたいという

ふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 今後、そうしたものに向

けるということでありますので、そのときには細

かくは多分出てくると思うんで、期待をいたしま

す。 

  その次は、⑵番の環境基本計画でありますけれ

ども、その中でお聞きしたいのは、市民、あるい

は各種団体との意見の交換の場というものが出て

いたので、それはどのように動いていく考えでい

るのか。それちょっとお伺いします。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  環境分野の会議というのは、条例で定まってい
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る環境審議会というのがございまして、その審議

はもちろんあるわけですけれども、今度の計画が

市民の役割分担、事業所の役割分担、行政の役割

分担とある程度明示をさせていただきました。な

ぜそういうふうにしたかというと、どうやって実

行していくかという、協働という精神のもとにや

っていくかというのは、この計画の実効性を担保

する必要がありますので、そういう事業者と具体

的にお話しする場を設けたいなというふうに思っ

ています。どこまでの事業所に、人数にしていく

かというのは、まだこれからの話ですけれども、

そういう市民の環境保護団体なり、そういうとこ

ろとうまく連携できるような組織をつくっていき

たいなというふうに思っております。それの内容

については、まだざっくりしたものですけれども、

環境基本計画の中に明示をさせていただきたいと

いうふうになっております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり市民あるいは団体

と、細かくそうしたものを連携といいますか、協

働でそういったものを進めていただきたい。それ

に当たっては、早くそうした場を設けるという、

その内容を詰めていただきたいと、こう思います。 

  それでは、次の快適で潤いのあるまちづくり、

これも環境、生活環境関係なんですけれども、い

わゆる「ゆーバス」ですね。 

  これは、先ほど出ましたように、10月からまだ

５カ月しかたっていないということであります。

１年間の流れを見ないと、これは把握というのが

できないんでしょうけれども、その中でやはり出

てきたのが、計画よりも若干伸び悩んでいると、

そういう表現されていますので、実際にどのぐら

い計画して、こういう答弁になってきているのか、

その辺についてはいかがですか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  新規路線も含めまして、計画の乗降人数といい

ますか、利用人数につきまして、我々のほうでは

ちょっと強気だったのかもしれませんが、４万

1,000人ほど見ておりました。実績では３万人と

いうことで、丸めて数字は言いましたけれども、

かなり少ないというふうに認識をしています。 

  言いわけではありませんけれども、要するに18

年度の実績よりはかなり伸びているんですが、そ

れより大分多くを使っていただきたいということ

で路線の工夫もしたつもりなんですが、まだまだ

努力が足りなかったかもしれませんけれども、目

標に達していないというようなことで、そのよう

な形で述べさせていただきました。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そうしますと、やはり１

万1,000人のちょっと誤差が出ているという部分

で、ある程度見直しというものが出てきたのかな

と思いますね。そうしますと、やはり多くの市民

から、こうしたものに対する要望というものが多

分出てくると思うんですね。いろんな意見等が出

てこれを踏まえているんで、その辺のところはど

のようなふうにとらえてここに数字的に出てきた

のかなというものをお伺いしたいと思うのですけ

れども、いかがですか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  我々のほうに届いています苦情、意見、要望等

につきまして、ある程度統計的にまとめさせてい

ただいておりますが、全部で70件ほどいただいて

おります。一番多いのはダイヤです、時間。その

辺につきまして30件弱ほどの意見があります。 
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  それから、停留所とか、運賃とか、路線図とか

といった細かいものもありました。そこら辺を全

部把握をいたしまして、先月になりますけれども、

公共交通の会議がありますので、そこにお諮りを

して、当然、業者側のダイヤ改正等を主体となっ

てやるんですが、業者の方も来ていただいて、Ｊ

Ｒとやしおになりますが、改正案等も説明してい

ただいて、これなら改善がある程度できるだろう

ということで、その方向で４月からダイヤ改正等

をしていきたいということで、今、作業の準備に

入っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 70件のこうした要望的な

もので、今出てきましたダイヤ、当然４月ですの

で、公共交通機関のダイヤに合わせた部分も多分

あるのかなと。 

  それから、やはり要請的には、もう少し便をふ

やしてくれという話だと思うんですね。だから、

それにあわせて、今回の見直したようになってく

るのかというふうに思いますので、ぜひその辺の

ところもよく踏まえて、４月ですので、こういっ

たダイヤを今多分組んでいると思うので、その辺

のところも住民のそうした意見をうまく反映して

いっていただきたいと思います。 

  次の項目に移るわけでありますけれども、防犯、

暴力追放の対策事業、犯罪のない安全で安心なま

ちづくり、これは、その次の中で触れていますが、

リンクはしないという部分もあわせて聞くわけで

ありますけれども、こうした関係団体あるいは警

察のほうの連携というものがございますので、現

在、関係団体といいますか、これにかかわる関係

団体というのはどのぐらいなんですか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 大変申しわけあり

ませんが、リストのほう、ちょっと手元のほうに

ありませんので、後ほど、別途お答えをさせてい

ただきます。 

  恐れ入ります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） できるだけそういうとこ

ろを調べて、会議中に報告できるところをお願い

します。 

  それから、こうした犯罪のないといいますと、

市民ですので、子どもからお年寄りまでと幅広く

考えますと、子どもにはある程度の教育も必要で

ある。年寄りにもやはりもっと高いところで、ど

こかで講習なり何なりというか、そうしたものを

周知しなければならないと思うんですが、その辺

のところはどのように今回考えていますか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） お答えをいたしま

す。 

  今回、この条例をつくるに当たりましては、庁

内に各組織を網羅して検討してまいりました。子

ども等につきましては、スクールガード等も含め、

いろんな団体が、まだこれから団体の中に入って

きますが、そういう団体と連携をする。そして子

どもたちに安心・安全の心構えとかいろいろ伝え

る、そういう活動も必要ですし、学校教育の中で

子どもの安全ということもやはり伝えていただき

たいなというふうに思います。 

  そういういろんな分野にわたって情報を交換し

て、よりよい地域づくりをしていくという観点で、

今回のこの条例におきましても、協議会というも

のをつくって、活動母体というよりは、活動母体

はそれぞれあると思いますが、どちからかという

と情報交換を中心にするような協議会をつくって、

普及啓発も含めて進めていきたいというふうに思

っております。 
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○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そうしたものを、やはり

これからですので、よく詰めていただいて。 

  あと、この条例は今議会にかかっていますので、

そうした委員さんの方々のご意見等もあるでしょ

うから、その辺のところ詰める内容になるかと思

いますので、次に移ります。 

  水道関係でありますけれども、きょうの新聞に、

私が答弁をもらう前に答弁が出たようであります

ので、水質監視システム、ある程度24時間体制で

やるということでありますけれども、こうしたデ

ータというものの把握というか、それはどういう

ふうな管理になっていますか。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 水質検査の管理につき

ましては、決まっている40項目のそういうふうな

ものはすべてホームページのほうで水質管理基準

により公表しております。ただ管理につきまして

は、水道技術管理者または施設課長が管理してお

ります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり大きな問題であり

ますので、きちっと管理されていると。 

  今度は監視システムですね、これは取水口を24

時間見ていくということでありますけれども、こ

の取水口を監視して、アンモニア、油等の監視を

するという、これもやはりデータを録画で見るし

かないですけれども、24時間内でこれはシステム

の中で監視はできるんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 今回つけるシステムで

ございますけれども、できるだけ上流のほうで取

水している部分でとりたいというようなことでご

ざいますけれども、その取水口からテレメーター

で千本松浄水場については千本松で、それ以外の

取水口で検知したものはすべて鳥野目浄水場に送

りまして、一定基準を超えた基準値になった場合

には、何らかの方法でお知らせするというふうな

形で、今後、システム構築したいというふうなこ

とで、鳥野目並びに千本松浄水場には、委託会社

が24時間交代で勤務しておりますので、やはり警

報が鳴れば気づいて、無人の浄水場もございます

ので、その辺については職員等に連絡し、配水池

のほうにそういうふうなものが流れ込まないよう

に早急に停止するなり、そういうふうな措置を講

ずるというふうなことにしておるところでござい

ます。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ４時００分 

 

再開 午後 ４時１０分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 先ほどの答弁が保

留になっておりました。関係団体等の考え方につ

いてお話しをさせていただきます。 

  我々のほうで生活安全推進協議会の構成、まだ

リストをつくったわけではないので、数というの

は難しいのですが、どういう団体かという概念に

ついてお話しいたしますけれども、先ほど出てき

ました教育関係等も入っていまして、ＰＴＡ連絡

協議会とか、小中学校の代表、それから幼稚園、

保育園、それから防犯協会、交通安全協会、それ

から消防、保護司会、それから商工会等、それか

ら一番大きいことになりますが、自主防犯団体も

49ありますが、代表で入っていただくということ
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になると思いますけれども、そのほか、旅館業組

合、観光協会と、そういう各種団体も含まれた概

念で、防犯直接という以外にも、防犯に絡むその

周辺の関係する団体も一緒に入っていただいて、

情報交換をしていきたいというふうに思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 今お答えいただいた中で、

リンクという部分ではかぶるなと。交通安全協会、

関係し、条例的には関係しないけれども、この条

例にはそうした意見を聞かされるわけですね、当

然。はい。これ答弁漏れなので、確認だけしてお

きます。 

  ⑶の残りになりますけれども、この取水口、こ

うしたものを、私らも水道常任委員会等でも言っ

てきているわけですけれども、監視システムだけ

で、果たしてという話になるんですね。大雨が降

ったとか、そういうときには、もう少し整備がこ

ういうところにも加えられてもいいんではないか

と私は考えるんですけれども、その辺のところの

見解をお伺いいたします。 

○議長（植木弘行君） 水道部長。 

○水道部長（君島良一君） 実際に監視以上にすべ

て安全にというのは非常に難しいところではござ

います。現在でも大雨とか、そういうふうなもの

が予想される場合には待機とか、事前に十分予想

される場合には考えております。 

  ただ、実際に油とかそういうふうなものが流れ

てきますと、予想していない場合もありますので、

やはりそれをいち早く感知するというのが非常に

重要なことかなと、そういうふうにも考えており

ますので、このシステムについては非常に有効に

いくというようなことでございます。ただ、これ

で完全に全部対策できるというようなものではご

ざいませんので、あくまでもそういういろんな状

況を把握しながら対応してまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり安心で安全な水、

おいしい水、ここへたどるわけですから、こうし

た整備も必要であると。これは認識いたします。 

  また、一番安全な水といいますと、やはり県水

もこれひとつ安全な水の部類に入るのかなと思い

ますけれども、そうしたものも今後、頭の中には

当然入っているかと思うので、こうした危機管理

ですので、頭に置いていただきたい。 

  次に移ります。健やかで安心な暮らしでありま

すけれども、この⑴は12月に聞いたとおりであり

ます。１月１日からふえましたよというのは、当

然、20年度も同じようにということで、これは年

じゅう通して休日急患の体制がとれたということ

でありますので、ぜひこうしたものの利用を考え

なければならないと思うので、この辺はお答えを

いただきましたので飛ばしまして、⑵番になりま

す。 

  これは、私そのものであります。これ、私、全

部が当てはまってしまうので残念なんですけれど

も、ここで、やはりお伺いしたいのは、こうした

段階に２段構えでこうした取り組みをなされると、

これはもう少し詳しくお答えいただけますか。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） 保健指導の内容を

詳しくということですけれども、１つは動機づけ

支援ということで先ほど言いましたように、みず

からの生活習慣を振り返り、改善のための行動目

標を立て、その目標に向かって生活が継続できる

ように生活習慣改善の動機づけを図るということ

で、その動機づけというふうに言っています。 

  その中で、１つは、面接による支援ということ
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で、１人20分以上で個別支援、それからグループ

でやる場合もあるということで、同じような方た

ちが一緒になって集団における指導もあるでしょ

うし、個別のものもその中に出てくると。 

  その中で、６カ月ぐらいたった後にちょっと評

価をしてみるという形のもので、一応、目標を設

定させて、半年ぐらい、どんな状況か個々にやっ

たり、あとはグループでいろいろ協議をしたり、

討議をしたり、そういうやり方でやるというのが、

１つこの動機づけということになります。 

  もう一つは、積極的支援という形で、これにつ

いては、動機づけより若干、状況的に見て積極的

に支援をしないと、そういう疾病、あとから罹患

するおそれがあるだろうということでの話だと思

いますので、具体的な行動目標を設定しまして、

それを３カ月以上継続的に支援をしていくと。片

方は自立的にやってもらうということですけれど

も、この積極的支援というのは、３カ月以上継続

的に、そこに保健師が入ったり、管理栄養士が入

ったり、そういった中で積極的に支援をして、そ

の後、どのように改善されたかということを実際

にデータとして出して、それに基づいて、また当

然、支援というのが必要であれば、継続してまた

やるということも出てくるでしょうし、当然、医

療機関にそのまま診察をしてもらうとか、治療を

やってもらうとか、そういったことになってくる

とは思いますけれども、１つは、自発的にやって

もらう、これが動機づけですね。自発的にと言っ

ても、やはり指導者がいないと、ちょっとなかな

か１人では難しいですから、保健師、それから管

理栄養士等が入って、目標等は設定はしますけれ

ども、そこに保健指導みたいなのは、割合として、

じゃどのぐらい入るんだということは、ちょっと

私から申し上げられませんけれども、積極的支援

のほうは、今言いましたように、専門職が３カ月

以上継続的な支援をやっていくということになる

というふうに思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 今お聞きしたもので私も

頑張ってみたいと思うんでありますけれども、先

ほど出ました目標値、これは国のほうですね。と

いうことでありますけれども、実はこれ、栃木県

がもう今やられている、まさにこの３月議会で、

県の指針が出ようとしている。昨年の10月31日の

食育の連携協議会と重ねて取り組まれる。そうし

ますと、国の指針よりちょっと厳しい、先ほど、

65％も、70％以上と推しているわけですね。それ

から、そのほかに出てきている部分はその目標値

以上で県のほうは指示してくるとなると、やはり

市のほうは、そうしたものと兼ね合って来ると、

そうしたものに近くなってくるのかなと。今これ

から、その数値を出してくるんでありましょうか

ら、これも平成24年までのことでありますから、

これ取り組まれるということでありますので、そ

れに期待をしたいと、こう思います。 

  次の項目へいきます。 

  安全で便利なまちづくりの中でお聞きしたいの

は、先ほど出ましたボックスカルバート、これを

入れて百村川等、あるいは勘定原堀等をやるわけ

ですけれども、こうしたカルバートの大きさとい

うものを、では何mmくらいの降水量といいますか、

雨が降ったときの降雨を換算して、こうしたもの

の数値を決めてくるのか。あるいはものに布設す

るのかというところに触れたいと思うんですが、

その辺のところはどうですか、計算なされていま

すか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 河川に入ってくる水の

想定数ですね、これにつきましては、下水道関係

－96－ 



では、一応５年確率の時間雨量50mmで想定してい

ます。それからあと、河川につきましては、同じ

く５年確率でございますが、時間雨量は54mmとい

う計算でボックスカルバートですね、そういった

ものに入れる容量を決定しております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 時間当たり50mmか54mmと

いうことでありますので、一昨年ですかね100mm

を超える雨も降っているわけでありますので、こ

れじゃちょっと時間がかかっていくのかなと。多

少の時間はかかるのかなと思うんでありますけれ

ども、これは早くしていただくことによって、西

那須野駅西口等の冠水した部分の水の除去という

ものが可能になってくるかと思うんで、その辺の

ところは、早くクリアできるのは来年度で行われ

るということでありますので、お願いしたいと思

います。 

  それから、Ｎ幹Ⅲ－２ですよね、市道ですね。

そのところに実は那須疏水というものがありまし

て、そこをくぐして、今度はⅠ－７号線で蕪中川

ですね、のほうへ入れていくというわけでありま

すけれども、その下、那須疏水が現在そこを通っ

ているんじゃないかと私は思うんですね。あるい

は、那須疏水はカルバート、大きいの入っていま

すから、２ｍ近くの大きなの入っていますから、

その下をくぐしてやるのか、その辺のところはい

かがですか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 現在整備済みの鹿島川

幹線ですね、そこへ百村川の準幹線の整備をいた

しまして、駅の西口のほうから水を持ってきまし

て、一応、一たん鹿島川の幹線にこれから整備を

するわけなんですが、その後、すぐに百村川第３

幹線を新設いたしましたので、そこへ入った分を

そこへ出すというような形になるかと思います。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 一たん鹿島川、那須疏水

ですね、これに一たん落として、それから百村川

のためのほうに早く引くという計画ですね。オー

バーフローといいますか、ある程度一定量決まっ

ていますからね、那須疏水の場合。これ使用者が

決まって、分量的に流しているわけでありますか

ら、そうしたときの下流域の地権者といいますか、

その疏水利用者等については、市としてはどのよ

うな対応をなさいますか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 那須疏水のほうとよく

協議をいたしまして進めていきたいというふうに

思っております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 私聞いたのは、どう進め

られましたかというのは、まだこれからなんです

ね、これは。はい。ちょっと私のほうで、じゃ訂

正をしておきます。 

  次の項目へいきます。 

  活力を創出するまちづくりであります。 

  農地対策から、農地・水・環境保全事業、これ

が昨年度から行われていますけれども、農業者と

非農業者が共同で行わけでありますけれども、そ

うした割合ですね、農家がどれくらい、非農家が

どれくらい参加をしてやるとか、そうした区別が

あるのか、昨年の実績等があるでしょうから、そ

の辺のデータはいかがですか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 制度上、比率の

制限というのはございません。極端なことを言え

ば、１戸以上入っていればいいんだというような

形でございますが、実際は、各団体ごとに参加し

ておりますので、子ども会であるとか、老人会で

あるとか、そういう形での参加となっております
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ので、実際はそれらも非農家のカウントという形

で計算してございます。やり方等については、い

ろいろ組み合わせがあるかと思います。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 非農家は１軒でもこの対

象になるんですね。関係する子ども会でも、老人

会でも、それに参画すれば10ａ当たり4,400円と

いうものがおりてくるという、随分虫のいい話と

いうのは、そのとおりとると語弊があるかもしれ

ませんけれども、そうした事業でありますので、

その実績というものがこれ以上、毎年それでやっ

ていくのか、それとも地元によって若干の、団体

によっては変わるとか、そういうことはございま

すか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） これらに、今

4,400円とおっしゃいましたが、この4,400円の対

象になる水田というのは、農振農用地をカウント

してございますので、同じ水田であっても、農用

地に入っていないものは対象にならないというこ

とになっております。 

  したがって、農地転用等で除外されますと、当

然、当初の計画よりは少なくなるということで、

当然その辺の部分は減らされて、逆に、20年度か

ら１地区だけ農振農用地が６haほどふえたという

こともございまして、そこについては変更した中

で、今後ふやした計画となっている、このような

状況でございます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 若干のこの見直し等も含

まれているということでありますので、そうした

ものを次年度はまた新たなものは報告がなされる

と。そう期待をしておきます。 

  また次の項目に移りますけれども、農村環境保

全、環境に優しいというエコファーマーという表

現、そういうものだそうですけれども、５集団で

54ha、この認定というものはいかになされている

のか。 

  それから、農家とか集団といいますか、こうし

たものはこれからふえていくというか、こういう

ものに対して関心を持って進めていかなければな

らない部分だと思うんですけれども、そうした対

応というのは、農林サイドとしてはどう考えてい

るか。 

  それから、５割以上化学肥料とか農薬等を減ら

すという、この基準をクリアというか、見張ると

いいますか、検査するものは、これはどこが確認

をしているんですか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） それでは、営農

活動関係でございますが、今後どのようにしてい

くのかということでございますが、19年度は５地

区で56haということだったんですけれども、20年

度は13地区、209haほどふえまして、全体で18区、

265haにこの営農部分はふえる予定でございます。 

  それで、先ほどこういうことで、なかなか厳し

い制度でございますが、ちょっと補足して説明い

たしますと、この営農活動については２つに分か

れていまして、１つは基礎活動、もう一つは先進

的農業ということになっております。基礎活動に

ついては、集落、いわゆる販売農家の８割以上が

稲わらのすきこみであるとか、堆肥の散布、肥効

調節型肥料の使用、それから生物農薬の利用、こ

れらのうち１項目以上やる、８割以上の農家が取

り組む、なおかつ先進的営農につきましては、先

ほど言いましたように、化学肥料、それから農薬、

これらを慣行栽培の５割以下に低減ということで

ございます。 

  これは、どういうことかというと、水稲なら水

稲のうち５割以上の農家が参加している。いわゆ
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る作物ごとにエコファーマーという制度ができて

おりますので、例えばホウレンソウをやっている

農家が３戸あれば、２戸が参加すればできるとい

うようなことで、それぞれの品目ごとにできてお

ります。それらを検証するというものは、いわゆ

るなかなか難しい部分があるんですけれども、そ

れらはＪＡ等ですね、その販売権との関係で検証

しながら、毎年、農務課のほうで報告をそれぞれ

の団体からいただいておりますので、それらに基

づいて検証していきたい、このように考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ちょっと複雑ですね。そ

の各品物によって変わってくるという部分ですね。

それから、あくまでも今、食の安全ということが

これだけ取りざたされているのに、ちょっとアバ

ウト過ぎないかなという心配が隠し切れませんけ

れども、相手を信じてといいますか、そうした団

体を信じていくしかありませんね、これね。そう

したものも来年度で出てくるわけでございますの

で、ここでふえるということになりますので、こ

れはもっともっとふえていっていただければいい

のかなと思って、次の項目にいきます。 

  次は、豊かな心と文化をはぐくむまちづくりで

ありますけれども、この中で、お聞きしたいのは、

小中学校連携で、９年間を通じて行う事業って、

これはどういうものになっていきますか。ちょっ

と具体的にお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ９年間を通してというこ

とですが、ご存じのように、小学校６年、中学校

３年ということで、各学校ごとにそれぞれの教育

目標を設置しております。ですが、そこで育つ子

どもたちは同じ教育環境の中で小学校から中学校

へ行くということで、独自に教育目標を設定して、

その教育施策をしていったところを、その中学校

区という大きな教育環境の中で、小学校と中学校

の職員が共同で計画をしながら、その長いスパン、

つまり９年間というそういう中でどのようにその

教育環境を利用しながら、その地区の子どもを育

てていくかと、こんなふうな形で９年間という設

定をいたします。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ９年間というとかなり長

いので、果たしてそこまで我々も……、ただ、ま

だ始まったばかりでありますので、どういうふう

になってくるのか、本当に手探りな状況があるん

ですね。やはりここには教職員の異動等もありま

す。学校でこれはある程度目標を決めていますの

で、それに一貫してやることはいいのかと思うん

でありますけれども、その辺のところはいかがで

すか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） 現在、９年間、６・３と

いうその年限を、４・３・２ないしは３・４・２

というふうな、そんな形の区切りを今検討中でご

ざいます。というのは、幼少期、１、２、３、そ

れから４までが基本的な生活習慣と同時に学習習

慣等をつける。それから、その後の４、５、６、

１というふうなところで小、中のギャップを減ら

すという、そういう考え方、それから、中学校２、

３という形の中で、将来の進路を見定めながら将

来設計をするというふうな考え方にのっとって考

えたわけなんですが、最近では、小学校４年生の

中で学習のつまずきという、そういうふうな統計

も出ているところがありまして、これが１・２・

３、そして４・２にするかというところの検討を

進めているという根拠でございます。 

  それと同時に、ただ単に学校だけではなくて、
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教育環境というのがもちろん地域や家庭というこ

とが重要な要因となりますので、地域や家庭との

連携もこの中に中学校区という大きな中で意見を

取り入れて、地区の意見を十分反映させながらと

いう考えをこれから進めていこうと、こんなふう

に考えておりますが、現実に、この小中連携の取

り組みは３年目になりますので、過去の２年目に

取り組み始めた学校、それから２年前に取り組み

始めた学校のメリット、デメリットを教育委員会

のほうで集約して、次年度に役立てようと今検討

しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） いわゆる中高一貫の、大

きく言って、それにも類するものかなと。当然、

中学１年生のギャップというのはありますから、

そうした面もクリアできるのかなと。こういうこ

とでありますので、ぜひこれがいい結果が出てく

るように。これはもうモデルである程度進めてか

らの話でしょうから、期待したいと思います。 

  それでは、⑦の創意と協働によるまちづくりに

移りたいと思います。 

  ここでは、先ほど出てきたのは、住民の満足度

といいますか、それを見きわめて次年度に反映し

ていきたいという話が聞かれたわけなんですけれ

ども、その満足度というものをどのように行政サ

イドとして受けとめてこれに反映させるのか。そ

の満足度というものをどう把握するか。その辺に

ついてお願いします。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えいたします。 

  行政評価システムを20年度から実施、運営をし

ていくという中で、一番のベースは今後の事業に

ついてシートがそれぞれありまして、目標に対し

てどうだとか、それから、その施策に対して市民

の声はどうだとか、もろもろあるわけですけれど

も、そういう全体的な中で、果たしてその事業が

真に市民の福利向上といいますか、そういったも

のに寄与しているかどうかというものを、ある意

味では、最終的には公表し、市民アンケートでと

いうのは、隔年というか、何年かに一度やって、

それを検証するわけですけれども、通常の経過の

中では、それぞれの職員の役割がありまして、そ

ういう中で、合議制の中で、そのシートを客観的

に評価をしながら、その辺の判断をしていくとい

うのが通年での作業になると思っています。なか

なか難しい部分もありますけれども、そういうこ

とでやっていきたいと、こんなふうに思っていま

す。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり満足がしきれなけ

ればこれ何回でも住民というものはいろんな意見

を出してきますので、その辺のところをやはり行

政として、ある程度その辺のところをうまくつか

んで、事務事業に反映していただきたいと、こう

思うわけであります。 

  それから、当然、成果重視でありますので、成

果をある程度生むというのは強調していいと思う

んですよね。あるいは成果が出ない部分をいかに

カバーしていくかということもございますので、

その辺のところもしっかりと見きわめていただき

たい、こう思います。 

  それから、次に移りますけれども、第１段階で、

人材育成の基本、人事評価に入りますけれども、

人が人を見きわめるわけでありますから、その見

きわめる人たちをどのぐらい行政としては持つも

のか。人を評価するわけでありますから。そうし

た評価する人間の教育といいますか、ある程度マ

ニュアルがないとできませんから、そうしたもの

をどこに置いて進めていかれるのか。人数と、そ
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うしたものの内容、それをまずお聞かせ願いたい

と思います。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  まず、人事評価を業績評価まで段階的に実施し

ていくということは、先ほど市長がお答えしたと

おりでございます。これまでも、現実的には、管

理監督者は職員の人事評価はそれなりにはしてお

りました。しかし、体系的なシステムに基づいて

実施はされていなかったということでございます

ので、それを段階的に姿勢・適正評価からやって

いくということでございまして、具体的には、今

年度の中で評価者あるいは被評価者に対してシス

テムの説明をいたしまして、来年度の中で、特に

被評価者については、具体的に専門の先生を呼ん

で評価者の研修をしていきたい、こんなふうに考

えます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そうしますと、やはり各

課といいますか、ある程度部署がありますので、

どのぐらいこれを育成していくといいますか、教

育をして、当たらせるのかという点に入りたいと

思うんですが、いかがですか、その辺。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 平成20年度の予算上は、

回数にして８回ほどを予定してございます。各施

設、出先機関等も含めてですね、被評価者の対象

となる者も含めて、意見交換等も含めて、副主幹、

係長以下が被評価者の対象ということで実施をし

ていきたいと考えています。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 被評価者というのもある

程度限られてくるわけで、それ以上のものはやは

り教育を受けて、評価者になるものですからね。

その辺の教育も、やはり先生を呼んで８回という

ことでありますので、ある程度公平性に努めなく

てはなりませんので、お願いをしたいと思いま

す。 

  ⑵番に移りますけれども、こうしたインターネ

ット等のあるいは、携帯からオンラインでこうし

た受け付けをする。文化施設も、最終的にどのぐ

らいのところでこれを考えておられますか。何

カ所ぐらい対象にしていかれるおつもりですか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） このオンラインにつき

ましては、大きく言いますと、前期の総合計画の

目標といたしましては30業務程度といいますか、

いろいろありますけれども、そういったのを目標

にしています。その中で、今回、第１段として、

こういった予約ですね、これはどちらかといいま

すと、例えば市民課の窓口等々ですといろいろ権

利の関係がありますので、個人のなりすましとい

いますか、そういったものをきちんと確認しなく

てはいけないということがあるんですけれども、

こういった予約等々につきましては、それから比

べれば、さほど厳重でなくても利用できるという

ことがありまして、現在、数からしますと、対象

となりますのはスポーツ施設だとちょっとあれで

すが、約30施設ぐらいが対象といいますか、該当

施設です。 

  そのほか、文化施設、公民館も含めてですけれ

ども、公民館と、それからレジャー施設ですね、

オートキャンプ場、鳥野目もありますが、こうい

ったものが一応対象で、今検討している。その中

でいろいろ、例えば公民館ですと無料と有料の関

係もありますし、スポーツ施設でも、市内、市外

で料金が違ったりということで、いろいろ詰めな

くてはいけないということで、この対象の中から

立ち上がりやすいものをまず率先してやっていこ

うということで、システム自体は20年度に導入す
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るということで、予算のほうも今回ご提案させて

いただいて、計上させていただいたと、こういう

状況です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） そうしますと、やはり30

業務で行われるわけでありますが、やはり懸念さ

れるのが早い者勝ちといいますか、そういう部分

と、当然これ、顔は見えない部分なんですけれど

も、市外、市内という区分けですね、はっきり言

えば、調べれば多分わかるんでしょうけれども、

そうしたものもある程度頼んで受け付けしてしま

うと。やはり窓口を利用していただく、直に来て

もらうという重みといいますか、そうしたものが

ある程度のところでは線を引かなくてはならない

と思うんですけれども、その辺のところは、これ

完全にしてしまうと、もういかに重要なものでも、

市民であっても、ほかが埋まっていれば当然借り

られないわけですから、その辺のところはどう判

断されているのか伺います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） まさしく今おっしゃら

れているようなところが今詰めているところなん

ですけれども、先ほどの先進事例ということも申

し上げましたが、やり方は大きく２つなんですね。

きちんと本人をある程度確認するというようなこ

とで、まず登録をしてもらうとか、カードを発行

するというところもあります。 

  逆に、インターネットの活用の有効性をもっと

進めようというところは、一般のゴルフ場とか、

ホテルと同じように、それは構わないよというと

ころと２種類あるんですが、私どものほうとして

は、基本的には本人を確認するというような枠組

みの中で、それはカードを持つかどうかはいずれ

にしましても、そんな方向で進めたいと、こんな

ふうに思っています。 

  それで、先ほど早い者勝ちという話もあったわ

けですけれども、この辺もネットだと瞬時につな

がってくるわけですが、その場では基本的にオー

ケーは出さないといいますか、決定はしないで、

まずは受け付けたということで、それが後に決定

をしたときに改めてまた、その予約をされた方に

決定のご連絡をすると。そういうことで窓口との

整合性をとりたい、こんな方向で今詰めていると

ころです。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） やはり施設が利用される

ということは、それにこしたことはないのであり

ますけれども、やはりそこへ出てくる住民が利用

できないという不都合が起きないように、やはり

よくその辺のところ検討していただくようお願い

をしておきます。 

  最後の、平成20年度予算編成に基づく基本的な

考え方ですが、飛躍という言葉で私ここへ出させ

てもらったんですけれども、大型店との共生とい

う形で、住民といいますか、うまくいくのかな

と。 

  一番最初に出てきました公正公平、市民の目線、

市民の声という部分でいきますと、大型店でやは

り不利益をこうむる者があるんだよという部分が

隠せないと思うんですけれども、こうしたものを

考えていくと、大型店が来ることによって、確か

に地元はそういうふうに潤うのは確かであります

ので、地元経済効果というものはどのぐらいまで

見ていますか、当然税収も含めて。 

  それと、そうした大型店舗、アウトレットもと

もでありますけれども、地元企業はもうこれにど

れくらい参画できるか、入り込めるのかという部

分では、どのような考えでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 効果ということ
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でございますが、具体的に効果そのものについて

計算してございませんが、アウトレットが来るこ

とによって、まず、800人程度の雇用が確保され

ると。これらに伴いまして市民所得も拡大すると

いうような効果を考えてございます。そのほか、

地元企業の参画でございますが、アウトレットに

関しましてはかなり少ないように聞いてございま

す。それぞれの企業の形の、個人といいますか、

それぞれメーカーの店がこちらに出店するという

形になりますので、限られた関係の店しか出店で

きない、極端なことを言いますと、食べ物である

とか、そういうのなんかも、具体的にはほとんど

市外から入ってくるという形になりますので、地

元の関係については期待できないと、こう考えて

ございます。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 大型店進出による税収

の見込みということで、全くアバウトな計算でご

ざいますけれども、法人税、あるいは従業員の市

民税等については、まだ把握しようがございませ

んので、固定資産税に限って試算といいますか、

アバウトな数字で申し上げますと、具体的な名称

で申し上げますと、計画が出ているイオングルー

プ、これが平成20年度の見込みですけれども、ま

ず20年度の中では、固定資産税として土地分で約

490万円ほど、それからアウトレットモールにつ

いては、20年度は固定資産税の課税予定はござい

ません。 

  もう一つ、トステムビバというのがあります。

これが20年度の中で全く見込みでございますけれ

ども、約940万ということで、合わせて1,430万ほ

ど固定資産税、都市計画税を含みますけれども、

税収見込みということで、これは試算でございま

すので、数字については確定的な数字じゃござい

ませんので、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 税収ではこうした見込み、

あるいは法人税も当然入ってきますので、これに

プラスアルファされるのか、先ほど雇用ができ、

市民所得がという話がありましたけれども、やは

りこれによって若干売り上げが下がる業者もいる

ということでありますので、これを起爆剤という、

確かに那須塩原としては、大型店舗が進出するこ

とによってそうした利益もありましょうけれども、

これまだ７月ですからね、オープンがですね。こ

れを見て、次年度また見直すところは見直してい

かないと、これは７月を待たないと、また１年た

ってみないとわからない部分があるかと思うので、

その辺のところも十分考慮して、今後の見通しを

立てていただきたいと思うわけであります。 

  持ち時間まだあるんですけれども、延告宣言前

に質問を終わりたいと思います。最後になりまし

たが、本３月をもって退職なされる田辺総務部長、

それから渡部福祉部長、君島水道部長、それから

八木、櫻岡両支所長、ここにはおられない多くの

職員の方に、お疲れさまという言葉を送りまして、

私の代表質問を終わります。 

○議長（植木弘行君） 以上で、未来21の会派代表

質問は終了いたしました。 

 

 ─────────── ◇ ─────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時５３分 
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